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令和５年６月１６日（金） 午前１０時開議 

─────────────────────────────────────────────── 

○ 議事日程（第３号） 

 １ 一般質問 

─────────────────────────────────────────────── 

○ 本日の会議に付した事件………議事日程に同じ 

─────────────────────────────────────────────── 

○ 出席議員次のとおり（１４名） 

   １番    小 田 孝 志 君       ８番    徳 竹 栄 子 君 

   ２番    畔 上 恵 子 君       ９番    髙 田 佳 久 君 

   ３番    小 林   仁 君      １０番    渡 辺 正 男 君 

   ４番    志 鷹 慎 吾 君      １１番    山 本 光 俊 君 

   ５番    塚 田 一 男 君      １２番    小 林 克 彦 君 

   ６番    湯 本 るり子 君      １３番    白 鳥 金 次 君 

   ７番    山 本 岩 雄 君      １４番    湯 本 晴 彦 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○ 欠席議員次のとおり（なし） 

─────────────────────────────────────────────── 

○ 職務のため議場に出席した議会事務局職員の職氏名次のとおり 

議会事務局長 山 本 佳 史 議 事 係 長 湯 本   寿 

─────────────────────────────────────────────── 

○ 説明のため議場に出席した者の職氏名次のとおり 

町 長 平 澤   岳 君 副 町 長 久保田   敦 君 

教 育 長 竹 内 延 彦 君 会計管理者 小 林 佳代子 君 

総 務 課 長 古 幡 哲 也 君 税 務 課 長 高 木 和 彦 君 

健康福祉課長 小 林 一 夫 君 農 林 課 長 宮 崎 弘 之 君 

観光商工課長 湯 本 義 則 君 建設水道課長 望 月 弘 樹 君 

教 育 次 長 田 中 浩 幸 君 消 防 課 長 湯 本 睦 夫 君 

危機管理課長 常 田 和 男 君   

─────────────────────────────────────────────── 
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 （開 議）          （午前１０時００分） 

議長（湯本晴彦君） おはようございます。本日は皆様、ご参集ありがとうございます。 

  ただいまの出席議員数は14名です。したがって、会議の定足数に達しておりますので、本日

の会議は成立しました。 

  議場におられる皆様にご連絡いたします。 

  携帯電話は電源をお切りになられるか、マナーモードにしていただきますようお願いいたし

ます。 

  これより本日の会議を開きます。 

─────────────────────────────────────────────── 

１ 一般質問 

議長（湯本晴彦君） 本日は日程に従い、一般質問を行います。本日の一般質問は、５番から８

番まで行います。 

  質問通告書の順序に従い質問を許します。 

  ３番 小林仁君の質問を認めます。 

  ３番 小林仁君、登壇。 

（３番 小林 仁君登壇） 

３番（小林 仁君） 昭和30年４月、戦後僅か10年後のこの年、１つの町、２つの村が合併し、

山ノ内町が誕生いたしました。議員控室には、飾られた第２代昭和31年からと書かれたその写

真の中央に、とびきりの笑顔で人一倍堂々と写る曽祖父の姿がございました。きっと生まれて

間もない山ノ内町の未来を写真に写る仲間の皆さんと共に胸躍らせ、心ときめかせながら、ま

た、同時にその重責に押しつぶされそうになりながらも、議論を交わしていたことでしょう。 

  それから68年、３月には４期16年、長きにわたりご尽力いただきました多大な功績を残され

た前竹節町長から、オリンピアンでありグローバルに活躍されている平澤新町長へと一新され

ました。自身もまた、この変革のときに議会議員としてこの場にいること、先祖との不思議な

縁に感慨深いものを感じております。 

  改めまして、おはようございます。 

  議席番号３番 創門会、小林仁です。 

  「子いわく、仁遠からんや。我れ仁を欲すれば、斬に仁至る」自身の名前の由来がこういっ

たところにあるとすれば、町民の皆様の中にそのすぐ目の前にいる、そんな活動を心がけてま

いる所存であります。 

  さて、先日大変うれしいニュースに接することがありました。渋温泉出身で、現在、株式会

社ノジマに所属されています児玉悠作さん、５月21日に行われたセイコーゴールデングランプ

リの400メートルハードルにおいて、ブダペストで行われる世界陸上の参加標準記録に僅か

0.07秒という僅差の好タイムで優勝いたしました。６月３日、日本選手権ではゴール前で惜し

くも逆転され３位となりましたが、世界選手権代表選考において重要となる３位内を死守し、
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代表内定に向けた日本のトップ争いを演じておられます。雨の日も雪の日も渋温泉から山ノ内

東小学校、中学校へと通い続けたその日々が今の活躍の礎となっているのではと大変誇りに思

います。 

  町内全ての児童・生徒に夢や希望をもたらすニュースでして、ウインタースポーツにおける

志賀高原を起点とした我が町の活躍は世界に発信されているところでありますが、多分野にわ

たり、これから可能性が広がっていくことと思います。そんな可能性あふれる我が町、山ノ内

について事前通告書に従い、質問させていただきます。 

  １、町内小・中学校の新型コロナウイルス感染症５類引下げに関する対応について。 

  （１）５類になったことで、生徒・児童の感染状況に変化はあるか。 

  （２）マスク着用は、原則個人の判断に任せるとのことだが、現状と今後の方向は。 

  教育長にご質問いたします。 

  ２番、町内移住推進に関して。 

  （１）現在の移住者、移住希望者は増加傾向にあるか。 

  （２）近隣トラブル等の報告はあるか。 

  （３）地域組織の説明や地元と移住者の積極的に関わる取組は。 

  町長にお尋ねいたします。 

  ３、町長、副町長、教育長から見た山ノ内町の魅力やポテンシャル、また、活かし切れてい

ないと思われるところは。それぞれ理事者が山ノ内町に感じている率直な感想と愛情について、

それぞれの言葉で、独自の観点でお聞かせいただければと思います。 

  以上となります。 

  再質問は質問席にて行います。 

議長（湯本晴彦君） 答弁を求めます。 

  なお、最初に質問事項１及び２について答弁をいただいた後、質問事項３については、町長、

副町長、教育長の順で自席で答弁をお願いします。 

  平澤町長、登壇。 

（町長 平澤 岳君登壇） 

町長（平澤 岳君） おはようございます。 

  小林仁議員のご質問にお答えいたします。 

  町内小・中学校の新型コロナウイルス感染症５類引下げに関する対応について、２点のご質

問についてですが、５月８日から新型コロナウイルス感染症が５類に移行されたことで、町内

小・中学校からの陽性者の報告義務がなくなっております。また、マスクの着用ですが、一般

的には原則個人の判断とするところ、学校教育の場では、マスク着用を求めないことが基本と

されていますが、感染拡大予防対策としてのマスク着用を推奨する場面もあるのが現状です。 

  詳細は、後ほど教育長から答弁申し上げます。 

  ２の町内移住推進に関して、３点のご質問ですが、移住・定住推進については、令和３年度
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からの第６次山ノ内町総合計画において、重点施策として位置づけ、移住交流推進室を設置し、

各種施策に取り組んでいるところであります。 

  現在の移住者、移住希望者は増加傾向にあるかについてですが、新型コロナウイルス感染症

の影響で、移住セミナーの開催回数や移住体験住宅「須賀川んち」の利用者数、移住体験ツア

ーの参加者数などが伸び悩む一方、リモートワークが普及したこととライフワークバランスの

意識の変化により、地域移住への関心が高まっております。 

  当推進室では、サポートを行った移住世帯数及び移住者数は、令和３年度で18世帯、39人、

令和４年度で18世帯、41人と増えております。また、移住相談件数は令和３年度で43組、84人、

令和４年度で55組、114人となっており、今後も増加する見込みであり期待もしております。 

  近隣トラブル等の報告はあるかについてですが、当推進室で把握している限りでは、移住者

と地域住民に関するトラブルの報告はありません。 

  （３）地域組織の説明や地元と移住者の積極的に関わる取組についてですが、移住交流推進

室で関わっている移住者や移住希望者に対しては、当推進室が橋渡し役となり、組長さん、伍

長さん等、地域の役員さんにご紹介するなど、地域との関わりが築けるようにサポートを行っ

ております。希望者には一人ひとりのニーズに合わせたオーダーメイドツアーを行い、その中

で観光では知り得ない知識に関する説明を行っております。このほか、先輩移住者を紹介した

り、移住後も相談に応じるなど、アフターフォローも実施し、暮らしのイメージや地域との接

点を持っていただくようにしております。 

  また、今後の区長会で移住対策推進の説明を行い、移住者が早く地域になじむことができる

よう橋渡し等の協力をお願いする予定です。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 竹内教育長。 

教育長（竹内延彦君） 小林仁議員のご質問にお答えいたします。 

  １、町内小・中学校の新型コロナウイルス感染症５類引下げに関する対応について、（１）

５類になったことで生徒・児童の感染状況に変化はあるかとのご質問です。 

  長野県によりますと、５月８日に５類へ移行となったことに伴いまして、インフルエンザと

同様の88の指定医療機関による定点把握となり、週ごとに感染者数が公表され、最新の発表で

は６月５日から６月11日の間では前の週から30人減少し、県全体で408人という結果となって

おり、感染が続く状況ではございます。 

  山ノ内町の町内の小・中学校における陽性者の現状ですが、陽性者に報告の義務がなくなっ

たことから、各学校からの報告があった場合を除きまして、教育委員会からは日々確認するこ

とはしておりません。 

  次に、（２）マスク着用は原則、個人の判断に任せるとのことだが、現状と今後の方向はと

のご質問です。 

  ４月28日付文部科学省による通知では、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛
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生管理マニュアルの一部改訂により、学校教育活動においてはマスクの着用を求めないことが

基本とされました。一方、学校保健安全施行規則の一部改正では、出席停止解除後、発症から

10日間を経過するまではマスクの着用を推奨するとした感染拡大予防対策を規定しております。 

  町内各学校では、学年により違いがあるものの、小学校では約半数がマスクを着用し、中学

校では約９割が着用を続けている状況でございます。マスク着用は緩和されつつも、児童・生

徒は他人の目、また３年以上にわたるマスクをつけてきた習慣のほか、感染報告の義務がない

中での近距離や対面、大声など活動場面によっては感染したくないとの考えから着用が続いて

いる現状でございます。 

  今後、気温が高くなる季節を迎えるに当たり、熱中症予防をはじめ心身の健全な発達の観点

から、引き続き子供たちには自ら考えて着用の判断ができるよう指導を続けてまいりたいと思

います。 

  以上でございます。 

議長（湯本晴彦君） 平澤町長。 

町長（平澤 岳君） 小林仁議員の３番目の質問にお答えいたします。 

  町長、副町長、教育長から見た山ノ内町の魅力やポテンシャル、また、活かし切れていない

と思うところは。理事者が山ノ内町に感じている率直な感想と愛情について、それぞれの言葉

で独自の観点でお聞かせくださいとのことですが、私個人的には、この山ノ内町はポテンシャ

ルの宝庫だと思っております。志賀高原、北志賀高原の自然、スキー場、雪質、各温泉郷の存

在とその泉質、リンゴやブドウなどの果樹の育成環境とその味、スノーモンキーも含めて他に

はない魅力がたくさんあります。 

  しかし、活かし切れていないという視点では、そのようなものもたくさんあると思っており

ます。例えばですが、「スキー場は夏に稼げ」という本を書いた白馬岩岳の和田社長は、いつ

も話しているようにスキー場のスキー場からの脱却、今までのようなスキー場ではなく、リゾ

ートとしてオールシーズン化も進めなければならないと思っております。スキー場からの脱却

というのは、スキー場はリフト券を売って収益を上げるというのが今までの構造ですが、リフ

ト券収益だけではなく、リゾートとしてリゾート空間の楽しみ方とそこで楽しむ時間を売りに

するという視点の変更が必要になるのではないかと思っております。 

  今までのようにリフト券を売るという考え方から、リゾートとして山ノ内町に来てもらった

瞬間からどのような空間をつくり、提供し、様々な形でお金を落としてもらう、付加価値をつ

けて安売りではなくしっかりとした対価をいただくというビジネスに志賀高原、北志賀高原、

湯田中渋温泉郷を含む山ノ内町全体がシフトすべきだと思っております。 

  例を挙げますと、これだけ外国人観光客が山ノ内町に来ており、町の飲食店にも外国からの

お客様が数多く来店している中で、山ノ内町の飲食店が地産、地元の食材をあまり売りにして

いない状況もあったりします。私としては、もっと地元食材を売りにして、付加価値をつけて

単価を上げるようなメニューづくりなどをしていただければとも思っております。ホテルなど
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のデザートにも地元食材や地元で取れる果樹をもっと活用してもらい、新しいメニュー開発や

活用方法を町全体で考えていければ、もっと山ノ内町を国内外にＰＲできるのではないかと思

っております。 

  おとといの一般質問でも話がありましたが、観光連携が観光関連での連携をしっかりと取る

べきだと思っておりますし、そのためにも山ノ内町としても組織をしっかりとつくり、山ノ内

町一丸となって国内外にＰＲ、プロモーションしていくべきだと思っております。 

  山ノ内町の魅力の一つとしましては、温泉があります。これだけ温泉があって、スキー場が

あって、自然の中でしっかりと時間を過ごせる場所があるということは、非常に山ノ内町の魅

力の一つだと思っております。山ノ内町のプラスとしまして、教育という面では、ポテンシャ

ルとしては山ノ内町にはＳＤＧｓのＥＳＤ教育が根づいているという魅力もありますし、それ

をこれからも活かしていくべきだと思っております。 

  ほかの魅力として、スポーツという観点で申し上げますと、山ノ内町は非常にスポーツをす

る環境が整っている空間でもあります。ウインタースポーツをするには申し分ない場所です。

ただ、残念なところといいますと、現在の山ノ内町には体育館がない、町民が使えるプールが

ないというところで、今後我々町としても改善をしていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 久保田副町長。 

副町長（久保田 敦君） おはようございます。 

  それでは、小林仁議員の質問にお答えをいたします。 

  私から見ました山ノ内町の魅力やポテンシャル、また、活かし切れていないと思われるとこ

ろというようなご質問でございますが、まず観光農業人材、それぞれ全ての面で、幅広い分野

で資源が非常に豊かな町だというふうに感じておるところでございます。志賀高原、北志賀高

原、それから風情豊かな湯田中渋温泉郷、また、外国人にも非常に人気が高い地獄谷野猿公苑

を抱える日本有数の観光地であることは言うまでもありませんけれども、リンゴですとか桃、

それからブドウをはじめとして果物は国内のみならず、海外の市場からも非常に高い評価を受

けているというふうに聞いております。 

  また、人材面では町長をはじめといたしまして、多くのオリンピアンを輩出している、これ

はもちろんなんですが、最近では先ほど議員もおっしゃったように国内の陸上大会で、町の出

身選手が優勝するなど、スノースポーツ以外で活躍している若者もいるということでございま

す。 

  また、スポーツ以外の様々な分野において、国内外で多くの町出身者が活躍されているとい

うことも聞いているところでございます。また、事業所の方をはじめといたしまして、非常に

前向きで意欲のある方が多いということも感じているところでございます。以前、私は北信地

方事務所、今の北信地域振興局になりますが、そこの商工観光課に勤務していたときに、旅行

商品の造成に向けまして観光事業者に山ノ内町で宿泊をしていただく機会を設けたことがあり
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ました。もう今から15年も前の話になります。今では当たり前となっているおもてなしという

のが非常に好評で、特に宿での接客はもちろんだったんですが、見送りのときに送迎のバスが

見えなくなるまで宿の方が手を振っていただいていたこと、そこに旅行の観光関係の事業者の

方、非常に深い感銘を受けていらっしゃいました。 

  また、北信保健福祉事務所に勤務していたときには、介護保険とか保育を担当いたしました

けれども、より身近で丁寧な介護サービスを自ら提供したいということで、あえて起業された

方ですとか、それから自然豊かな環境の中で、新たに保育事業を始める方々との出会いもあり

ました。いずれも町の事業と連携を取りながらも、自らが求める理想を実現するように頑張っ

ている、そんなような方々です。 

  このように、観光、農業、人材と本当にすばらしい資源に多く恵まれて、大きな可能性を持

つ町だというふうに感じております。ただ一つ、誤解を恐れずに申し上げるとすれば、一つ一

つの価値自体が非常に高くて、それだけでも十分魅力があって強かったということであったが

ゆえに、その分だけ地域や分野を超えて連携をして、新しい価値を生み出そうという機運がな

かなか生まれにくかったのかなということも実は感じているところでございます。 

  今後、観光面での誘客だけではなくて、町への移住者を含めた人口増へ取り組むためにも、

それぞれが持つ価値や強みをより磨いて、活かしながらもやっぱり地域や分野を超えた連携に

よって新たな価値を見いだして、山ノ内町の魅力をより一層高めていくことが必要になってく

るんだろうというふうに思っているところでございます。 

  それぞれの資源が持つ価値や可能性は、私、県内いろんな市町村見ていますが、本当にどこ

の地域にも引けを取らないと思います。あまり勝ち負けは好きじゃありませんが、負けていな

いと思っています。「三本の矢の教え」という言葉が、ちょっと古いんですけれども、ありま

すけれども、みんながやっぱり協力して、連携して力を合わせれば、その価値や魅力は本当に

もっともっと強く、もっともっと大きくなるんだというふうに思っています。 

  一つ一つの資源、いわば点みたいなものが、そういったものが持つ強みとか価値を結んで線

にしていって、それを地域や分野を超えた連携を強化しながら、面として町全体に広げていく、

本当にオール山ノ内というんでしょうか、そういった形で町全体の魅力や価値をさらに高めて

いくことが必要なんだろうというふうに思っているところでございます。 

  最後に、山ノ内町への愛情というふうにおっしゃいました。山ノ内町への思いということで、

語らせていただきます。 

  私、30年間、県職員として勤務していた中で、現地機関での勤務は５年間でありました。そ

の全てが幸いにしてこの地域、北信地域ということでございました。業務を進める中では、山

ノ内町に本当に何度も訪問させていただきまして、この議場にいる管理職をはじめとした多く

の職員の皆さんですとか、また、事業者をはじめとした多くの町民の皆さんに事業を通じて

様々なことを教えていただいて、また助けていただきました。 

  個人的にも、実は長男がアルペンスキーをしているわけですが、アルペンスキーの県連合宿
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等でスキークラブの皆さんですとか、スキー場の皆さんに本当にお世話になりまして、選手と

して育てていただいたというご恩もあります。 

  今年の２月、町民の選択によって町長が16年ぶりに交代もいたしました。また、町議の皆さ

んも４月の選挙戦を経て、新たに就任をされております。山ノ内町も本当にさっき議員おっし

ゃった大きな変革期、またその歴史に大きな節目を迎えているんだろうなというふうに思って

おります。そういった非常に大事なときに、公私ともに様々な面でお世話になりましたこの町

に、本当に不思議な、本当にありがたいご縁をいただけたんだろうというふうに感じておりま

す。 

  副町長という重責を重く感じながらも、ちょっと大げさな言い方になるかもしれませんが、

町長、そして町議の皆さん、そして何より町民の皆さんと一緒にこの山ノ内町の歴史に一つ新

しいページを開いていけるんだと、刻んでいけるんだという思いも持っておりまして、そうい

ったことにつきまして、ある種の高揚感というか、わくわく感というか、少し期待するという

か、楽しみというか、そんなようなちょっと思いも持っているところでございます。何にして

も、この町の皆さんがやっぱり笑顔で毎日を送れる、それが非常に大事だというふうに思って

おります。 

  議員の皆様をはじめといたしまして、多くの方々のお力をお借りしながら、また、公私とも

にご恩を受けました山ノ内町の皆さんに少しでもご恩を返していけるように努めてまいりたい

というふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（湯本晴彦君） 竹内教育長。 

教育長（竹内延彦君） 小林仁議員の３のご質問に私からもお答えさせていただきます。 

  山ノ内町の魅力やポテンシャルと、それが活かし切れていないと思うところについて感じて

いる率直な感想と愛情を独自の観点で聞かせてくださいとのお尋ねでございます。 

  山ノ内町に着任して、まだ２か月という短期間で私が感じたことではありますが、まず何と

いっても山々を望む景色のすばらしさと空の広さに率直に感動する毎日です。私の実家も果樹

農家でありますが、役場前に広がるリンゴ畑とその先に見える高井富士や北信五岳の日々の変

化には、本当に飽きることがありません。 

  今月４日、志賀高原の開山祭に当たり、岩菅山に登らせていただきました。なかなかハード

な登山ではありましたが、天候にも恵まれ、山頂からの360度展望には心から癒やされました。

改めて、山ノ内町で仕事ができることのありがたさを感じるとともに、地域の多くの皆様が志

賀高原を大切にし、誇りに思っていらっしゃる姿に感動いたしました。 

  山ノ内町で感じたすばらしさのもう一つは、暮らす人々の思いの強さ、熱量のようなもので

した。子供も大人も自分の価値観や考え方にこだわりを持って日々生活していること、一見頑

固のようでも納得するまで議論をしようとする姿には、強さと同時に町の未来への希望を感じ

ます。 

  高原と温泉を中心とする観光資源、果樹をはじめとする豊かな農業、長野市からも遠さを感
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じないアクセスのよさ、来たばかりの私には山ノ内町のすばらしさやポテンシャルの高さしか

見えません。 

  着任当初の４月にロマン美術館で開催されていた縄文土器の展示を見学いたしましたが、１

万年前から多くの集落が存在し、人々が定住していたことは、この地域の資源の豊かさ、人間

にとっての暮らしやすさを証明するものだと実感させられました。山ノ内町とのご縁をいただ

いたことを改めて心から感謝するとともに、この町がより豊かに発展し、子供たちがこの地で

育ち、学んだことを世界に向けて誇らしく語れるよう教育長として教育現場の先生方、保護者、

地域の皆様との信頼関係を築きながら、山ノ内町の子供たちの育ちと学びの環境づくりが県内

外から高く注目され、評価されるよう尽力いたします。 

  まさに多様で豊かな資源に恵まれた山ノ内町で、もしそれを活かし切れていない点があると

すれば、町全体のトータルブランディングとその発信力をもっと強化できたらいいのではとい

うことです。志賀高原、数多くの温泉郷、スノーモンキーなど、個々の魅力発信によってそれ

ぞれ有名ではありますが、それに比べて山ノ内町という町名の知名度は必ずしも高いとは言い

難いのではと感じるところもあり、そのためには自然、産業、文化、歴史、人など町内の名所

や魅力的なコンテンツのつながりを見せながら、一体的にアピールしていくための仕組みづく

りと町民相互の連携意識が不可欠ではないかと考えます。 

  山ノ内町への愛着をぜひ子供時代から培い、大きくなっても山ノ内町で育ったことを誇りに

思い、自慢できるよう教育委員会として学校教育の環境づくりをさらに盛り上げていきたいと

願っておりますし、私も山ノ内町のファンの１人として、様々な機会に山ノ内町の環境と教育

のすばらしさを積極的に発信してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

議長（湯本晴彦君） 再質問を認めます。 

  小林仁議員。 

３番（小林 仁君） まず１番目、コロナウイルス感染症５類引下げに関する事項、これ１と２

に関しては、感染状況を聞いてマスクをぜひとも生徒・児童に外してもらいたいと、積極的に

外していただきたいということを教育現場で指導していただけないかということで要望しよう

と思ったんですが、ここへ来ましてだいぶクラスターといいましょうか、聞こえてきていて、

一進一退の状況が続いているのかなというふうに思っております。 

  先ほど来、子供たち、過日一般質問でも出たときに教育長が子供たちの通学途中の笑顔をと

てもすてきだったと、こういう話もありましたが、自分の息子に聞いているところによると、

やはりクラスでなかなかマスクを外していない状況が続いているというのが現状なんではない

かなと。私自身、人を相手にしていろいろと商売をしたりとか生かしていただいてきましたが、

そのときの表情、伺いながらその人の気持ちを読み取るという力を今、生かして生きているの

ではないかというふうに思ったところ、子供たちに果たしてこの先そういう力が備わっていく

のかなと。 
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  感染予防の面では、非常に大切なことなんだろうというふうに理解しておりますが、それ以

外の理由、思春期で他の生徒と顔を合わせるとき、恥ずかしくて実はマスクがとても便利な道

具になっている可能性があるんではないかと。果たして、これから未来ある子供たちに、また

山ノ内町を背負って誇りを持って羽ばたいていっていただきたい生徒・児童の皆さんに、そう

いった選択肢をまだ残してしまうのかと。もう少し具体的に、つけるときと外すときの差を指

導していただけないかという趣旨の中で、こういった質問を盛り込みましたが、いかがでしょ

うか。教育長、お願いいたします。 

議長（湯本晴彦君） 竹内教育長。 

教育長（竹内延彦君） ありがとうございます。 

  議員がご懸念のように、マスクというものが子供たちの感情面であったりとか、また本当に

健康的な人間関係をつくる上で、実際問題いろんな支障が出ているんではないかということは、

私も以前から個人的にも感じていますし、いろいろな方とお話する中で、特に子供が小さけれ

ば小さいほどやっぱり影響も大きいというようなことも聞いて、私自身もそのように理解して

おります。 

  なかなか国や県の方針というものがまだ極めて慎重であるという中で、教育行政や学校現場

として、独自に外しなさいというところまで積極的に言い切れないもどかしさがあるというこ

とは、私自身も個人的には感じておりますけれども、例えば私自身は意識的にマスクをしない

場面を増やしております。これは、挨拶運動のときも私はせずに挨拶をしておりました。学校

現場でも校長先生方は、やはり同様にマスクを外すということをご自身は意識的に今行ってい

ます。 

  やはり大人自身がそういったことをＴＰОに合わせてやっていく、それを子供たちの前で示

すということが今できることの精いっぱいなところなのかなということも感じつつ、現場の先

生方とも常に議員がおっしゃるような趣旨のことを私からもお話しながら、やはり何が大事な

のか、直近の今、周りのその様子を、まさにその様子を伺いながら、マスクをしているほうが

安心だという子供たちの気持ちも分からんではないけれども、ただそれに慣れてしまうという

ことの長い目でのちょっと不安、怖さというものもぜひ伝えてほしいというようなことは、私

からも校長先生方にはお話をすることも行っております。 

  いずれにしましても、周りの状況を見ながらということにはなりますけれども、これから暑

い季節になる、外では特にマスクを外しましょうということは、現場でも先生方も声には出し

て言っていただいていますので、少しずつではありますけれども、子供たちにはそういった意

識を持ってもらえるように引き続き伝えていきたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

議長（湯本晴彦君） 小林仁議員。 

３番（小林 仁君） マスク着用が始まったときに、強制的にニュースで見ていると、例えば飛

行機に乗ってつけなければ離陸もしない、強制的に降ろすといったような、強制力を持つよう
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な内容でマスク着用が始まったかと思うんですが、今回この子供たちにマスクをつけなくても

いいんだよという話になってきたときには、やはり個人に任せる、各家庭のご判断に任せると

いうような内容でこちらに伝わってまいりまして、立場的にといいますか、組織的には仕方な

いのかなと思うんですが、やはり我が山ノ内町の宝、子供たちに対しては一歩踏み込んで、も

う少しマスクをつけるときと外すときの細かい内容をもんでいただいて、例えば基礎疾患があ

る方がお家にいらっしゃる、同居人に体調不良の方がいらっしゃる、またはその児童・生徒本

人が体調を崩している、そういったときには積極的につけるのか。または、以前に感染防止の

ためにつけるということであれば、今までどおりみんなつけたほうがいいという話になるんで

はないかなというふうに思いますので、もう一歩踏み込んで、子供たちの健康のためにも明る

い未来のためにも指導いただけないかというふうに思っております。 

  ２番目、町内移住推進に関してということなんですが、こちら細かい数字を求めたわけでは

なく、コロナ禍から明け、だんだんと移住希望者の増加傾向があるのかという内容でお聞きい

たしました。 

  趣旨としては、人口減少に歯止めが利かないとよく聞いていまして、これから様々な部分で

少子高齢化の影響が出てくるんではないかというふうに言われている昨今で、やはりこの山ノ

内町に移住してきていただいて、子育てもしくは老後を暮らしていただけるような皆さんをお

迎えできる環境があるのか。また、その傾向はどうなのかということでお聞きいたしました。 

  近隣のトラブルというのは、騒音であるとか何かそういうことを気にしているわけではなく

て、以前ちょっと目にしたものとしては、地域おこし協力隊というようなもので、その町に移

住してきたところ、なかなか町のいろいろな組織と合わなかったと、最後には、ＹｏｕＴｕｂ

ｅを使って、この町とのあつれきを公表して町を離れるといった、とても残念なものを目にす

ることがありました。山ノ内町で暮らしたいと、そういう夢や希望を持っていらっしゃった方

と、近隣の、または住民とのトラブルが起きては元も子もないんではないかという意味で、そ

の報告事例があるかということでお聞きいたしました。 

  ３番目、そこに関していうと、私自身、今、感じているところでは周りの世帯も大変高齢化

してきていまして、回覧板を回す、もしくは組の何かならいがあるとかいうところで、非常に

「おい、若いの」という形で活躍しているところなんですけれども、移住されてきた方にこう

いったことを積極的にご紹介して参加していただくように促す、またはこういった部分には先

ほどもありましたけれども、橋渡しはされているということなので、さわりの部分だけは説明

して、あまり深いところまでは立ち入らないのかといったところをちょっとお聞きしたいと思

います。 

議長（湯本晴彦君） 総務課長。 

総務課長（古幡哲也君） 小林議員のご質問にお答えします。 

  今いただいたご質問につきましては、まず移住された方がその移住した地で安心して暮らす

ためにどういったことが必要であり、どういったことが問題かというようなことかと思います
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けれども、町のほうでは移住交流推進室を中心に移住の相談をさせていただく中で、その相談

される方がどういった移住を希望されているのかとか、どういった場所に住みたいのかとか、

移住して何をされたいのかというようなことをできるだけ細かく聞き取らせていただくという

ことは、日頃から行っております。 

  また、移住していただいて終わりということではなくて、まだ十分にその後のフォローがど

こまでできているかということに関しては、これから取り組まなければならない課題もあるん

だろうと思いますけれども、近隣のところでは移住者交流会なども開かれているようなことも

お聞きしますので、そういったことも必要に応じて行うことも必要かと思いますし、地域おこ

し協力隊の皆さんに関しては、月１回協力隊の方々が集まってミーティングを行っていただい

て、活動における問題ももちろんですけれども、生活の中での課題や問題なども自由に話し合

ったり出し合ったり、共有して、できるだけ問題を解消していただくような機会ということも

含めて設けております。 

  また、地域の皆さんに関しては、特に移住者ということで限定するわけではありませんけれ

ども、区長会の中でも、先ほど町長の答弁の中では移住者におけるトラブルはありませんとい

う答弁はさせていただいておりますけれども、区の中に入ってみますと、区の活動に関わりた

くないとか、なかなかどういった活動か分からないとか、情報が入ってこないというようなこ

ともありますので、できるだけそこで暮らされている方々とコミュニティを築いて安心・安全

に暮らしていただけるよう、町が行うことも限られておりますけれども、地域で行っていただ

くことも必要かと思いますので、そういったことについてできるだけコミュニケーションを取

っていただく中で、区のほうでも協力していただくような呼びかけは行っております。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 小林仁議員。 

３番（小林 仁君） お聞きしたかったところはそこかなと思います。近所でもやはりあまり関

わりたくないという地元の方もいらっしゃって、ただ私ども、私も含めて息子たちも近所の方

たちに大変面倒を見ていただいて、育てていただいたところがございますので、今までの習慣

ですとか、慣習といったところを学ぶ機会でもございますし、やはりいろいろなところで互助

関係、共助していく、そういった関係をつくっていく上でも、移住者の方をきちっとそういっ

た組織に紹介して、うまく回るようにといいますか、トラブルに発展していかないようにして

いただくような取組をしていただければというふうに思っております。 

  ３番目、それぞれの皆さんにこの町のポテンシャルだとか魅力だということをお聞きいたし

ました。町長、一般質問でもたくさん多く語っていただいていますし、いろいろと選挙公約等

も見させていただいて、一部は理解しているつもりでおりますが、久保田副町長、初めてお声

をお聞きしたかと思います。大変縁が深く、またこの町のこと、お恥ずかしながら私よりも知

っていることが多いんじゃないかと思うぐらい説得力のあるお話で、大変安心いたしました。 

  お聞きする様々な声の中には、やはり理事者、町長は山ノ内町出身でいらっしゃいますが、
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長いこといらっしゃる。久保田副町長、竹内教育長におかれましては、山ノ内町の初心者であ

ると、こういった方々が町の理事者で本当に大丈夫かというような声を耳にする機会がござい

ますが、やはりもうそういった時代ではなくて、皆様の今までの経験や知識、それから一番大

切にしていただきたい山ノ内町への愛情を持って様々な取組をしていただき、どうですか、聞

いているとやっぱり資源とか観光とかという言葉がたくさん聞こえてくるというところを見ま

すと、最後は町民全体が一丸となるというところが課題になっているというふうに言われてい

るのかなと、個人的には感じました。いろんな地区で、いろんな魅力がありながら、おのおの

がそれだけを考え、三本の矢がてんでバラバラに飛んでいってしまうことが今まで少なくとも

あったのかもしれないというふうに思いました。 

  まとめるのが町長なのか、町民、皆さんなのか、こういったところはいろいろとあるかと思

いますが、ぜひぜひ外から来ていただいて、この山ノ内町のためにいろいろなところを見てい

ただいている皆さんのそういったアドバイス、こういったものをきちっと活かし切れるような

山ノ内町になっていくことを協力して行っていけるように、私も頑張っていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  私の質問は以上で終わります。 

議長（湯本晴彦君） ３番 小林仁君の質問を終わります。 

  ここで議場整理のため、10時55分まで休憩します。 

 （休 憩）          （午前１０時４４分） 

─────────────────────────────────────────────── 

 （再 開）          （午前１０時５５分） 

議長（湯本晴彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

─────────────────────────────────────────────── 

議長（湯本晴彦君） ５番 塚田一男君の質問を認めます。 

  ５番 塚田一男君、登壇。 

（５番 塚田一男君登壇） 

５番（塚田一男君） ５番 創門会の塚田一男です。よろしくお願いいたします。 

  さて、町少年野球連盟の子供たちは、コロナ禍ということで友好提携自治体である足立区へ

の訪問交流ができない状況にありました。今般、４年ぶりの訪問交流のため、明日、あさって

に43名の親子で上京することとなり、会長の私としてもうれしい限りでありますが、何といっ

ても子供たちの喜ぶ姿が何よりであり、有意義な交流を行うため訪問させていただきます。 

  なお、３年間の空白による交流再開は、足立区少年野球軟式連盟理事長の交代など、様々な

支障を生みましたが、今般、関係の皆様の格段なるご理解とご協力を賜り、訪問できますこと

を申し添えさせていただきますとともに、あわせて関係の皆様に感謝申し上げます。 

  さて、この４月に行われました町議会議員一般選挙では、12年ぶりの選挙戦になりました。

この選挙、私自身初めてという選挙ということもあり、正直なところ戸惑いもありました。 
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  なお、私は２期目となりましたが、１期目は補欠選挙による当選であり、実質１年４か月の

議員在籍のため、新人の心構えで日々活動していく所存です。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  さて、長野県も梅雨入りしましたが、さきの台風２号と前線による大雨は、広範囲で被害が

発生しました。被災された皆様には衷心からお見舞い申し上げ、あわせて一日も早い復興を願

うものであります。 

  なお、町内においても河川における土砂等の堆積や自生樹木等が顕著な地点も見受けられ、

改めて災害の未然防止については関係する課等における迅速かつ適切な対応はもとより、危機

管理体制の事前点検が必要と考えます。 

  私は、この危機管理は災害対応マニュアル等に基づいた活動が中心となることは理解できま

す。しかし、災害発生時にはマニュアル等の想定を超えた場合、適切な対応ができるかという

ことは重要であります。つきましては、この点を再認識していただき、万が一災害発生時には

被害を最小限に抑えるように体制確保を重ねてお願い申し上げます。 

  それでは、貴重な時間をいただきましたので、通告書に基づき質問させていただきます。 

  １、農業施策について。 

  （１）地区単位での遊休農地の現状は。 

  （２）令和２年度から令和４年度における新規就農者数とその栽培面積は。 

  （３）がんばる農業応援補助金の内容は。 

  （４）農業用水路の維持管理は。 

  ２、河川整備について。 

  （１）泡貝川（上条和田からよませ保育園間）の土砂等の堆積状況は。 

  （２）泡貝川の土砂等の堆積による災害危険への対応は。 

  （３）泡貝川での農業用取水口付近の土砂しゅんせつは。 

  ３、交通安全対策について。 

  （１）通学路の歩道整備計画は。 

  （２）国道403号線前坂（通称大曲）付近における注意喚起に関わる追加看板設置はできな

いか。 

  なお、再質問は質問席にて行わせていただきます。 

議長（湯本晴彦君） 答弁を求めます。 

  平澤町長、登壇。 

（町長 平澤 岳君登壇） 

町長（平澤 岳君） 塚田一男議員のご質問にお答えします。 

  農業施策の４点についてのご質問ですが、当町の基幹産業である農業では、遊休農地対策新

規就農者の受入れ体制や支援、生産に必要となる水路の維持管理は農業生産において、また、

稼げる農業を進める中でも必要不可欠な要素と考えております。 
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  ご質問の（１）地区単位での遊休農地の現状につきましては、令和４年度では東部2.2ヘク

タール、南部33.6ヘクタール、西部23.4ヘクタール、北部65ヘクタール、町内では124.2ヘク

タールとなっております。 

  次に、（２）令和２年度から令和４年度における新規就農者数とその栽培面積につきまして

は、令和２年度11人、令和３年度６人、令和４年度７人となっております。栽培面積ですが、

令和４年度末時点で令和２年度のほうが11.8ヘクタール、令和３年度のほうが16.6ヘクタール、

令和４年度のほうが10.4ヘクタールとなっております。 

  次に、（３）がんばる農業応援補助金の内容につきましては、町内在住の65歳未満の新規就

農者に対して交付する就農奨励金と規模拡大等に必要な資金を借入れしたときの利子助成金が

あります。就農奨励金は、年齢が50歳以下の方が10万円、51歳以上が５万円、就農を目的とし

たＩターン就農者は20万円となっております。利子助成金ですが、貸付限度額は500万円以内

とし、借入者が負担する実質金利が１％以内となるよう町と農協で利子助成を行っております。

また、災害時はゼロ％となるよう助成を行っております。 

  次に、（４）農業用水路の維持管理はとのご質問ですが、農業用水路の維持管理につきまし

ては、基本的には地元関係団体で維持管理をしていただいております。町としては、地元から

の要望により改修工事、原材料支給、機械借上げ等を地元の協力を得ながら予算の範囲内で対

応しております。 

  続きまして、２の河川整備について３点のご質問ですが、泡貝川の上条和田からよませ保育

園間の土砂は、多く堆積していることは承知しております。また、（３）の農業用取水口付近

にも土砂の堆積があることは確認しております。現在、長野県では防災・減災国土強靭化のた

めの５か年加速化対策として、中小河川の河床整備を進めているところであり、笹川や伊沢川

など中小河川の支障木伐採やしゅんせつを順次進めていただくことになっております。 

  ご指摘の泡貝川は、土砂等の堆積による災害危険の心配も考えられることから、住宅が近く

浸水の危険が予測されるような場所については優先して対策をいただくよう、改めて長野県に

対応を要望していきたいと考えております。 

  続いて、３の交通安全対策について、（１）通学路の歩道整備計画はとのご質問ですが、小

田孝志議員の質問にもお答えしましたが、現在、具体的な計画はございませんので、まずは地

元の合意形成を図っていただき、その後、教育委員会とともに調整しながら、町道湯田中夜間

瀬線歩道設置協議会において検討していきたいと考えております。 

  次に、（２）国道403号線前坂（通称大曲）付近における注意喚起に係る追加看板設置はで

きないかについてでありますが、中野警察署に大曲付近での事故の状況を確認したところ、過

去５年間で11件発生し、そのうち７件は積雪が原因によるものとのことでした。道路管理者で

ある長野県に現状を報告し、対策が必要か検討していきたいと思いますが、一方で周囲に観光

看板もあり、看板が乱立することで高社山や善光寺平の雄大な景観を損なわないようにするこ

とも大切ではないかと考えます。 
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  以上でございます。 

議長（湯本晴彦君） 再質問を認めます。 

  塚田議員。 

５番（塚田一男君） それでは、再質問をさせていただきます。 

  まず、質問項目１、農業施策について、（１）地区単位での遊休農地の現状については、た

だいま町長からご答弁いただきました。 

  この中で、西部地区における１号遊休農地については、令和元年から令和３年の農地パトロ

ール集約結果としては、年々筆数、面積ともに増加しています。一方、２号遊休農地は同じく

筆数及び面積は減少数値になっていますが、農林課としてこの数値をどのように分析されてい

るのかお聞きします。 

議長（湯本晴彦君） 農林課長。 

農林課長（宮崎弘之君） お答えします。 

  １号遊休農地は、直ちに耕作可能となる遊休農地でございます。２号遊休農地に関しまして

は、農業上の利用の程度が周辺の利用と比較して著しく劣っていると認められる農地となって

おります。 

  ２号農地に関しましては、増えてくるというのは耕作ができなくなってくる山沿いが大体多

くなっております。今から10年、20年前ぐらいまでは３ちゃん農業と言われておりまして、母

ちゃん、爺ちゃん、婆ちゃん３人で農地のほうを維持できていたものが、それもできなくなっ

てきて現状になっていると。そのときの父ちゃんはというと働きに行っていて、今で言う半農

半Ｘという状況であったと思います。農地に関しましては、維持をするのがだんだん困難にな

ってきていると感じております。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 塚田議員。 

５番（塚田一男君） ご提示いただきましたとおり、先ほど町長の数字であります。私がちょっ

とこの数値の中で違った観点から取り上げたいと思います。 

  比率の関係では、平穏地区が1.2％、南部地区合計では10.3％、ただし、これは令和３年度

の農地パトロール結果であることでありますが、西部地区は4.3％から5.8％に増加、北部地区

では41.7％が39.9％に減少しています。 

  この数字から見ますと、地区によっていろいろ諸般の事情があると思うんですけれども、若

干違います。増加したり減少しています。これについて、どのように分析されているのかお聞

きしたいと思います。 

議長（湯本晴彦君） 農林課長。 

農林課長（宮崎弘之君） お答えします。 

  農地に関しましては、農地パトロールを行いまして、遊休農地の確認を８月に行っておりま

す。遊休農地の対応に関しましては、農地を所有の方に今後どのようにされていくのかという
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確認をさせていただきまして、利用の把握に努めております。 

  その中でも遊休農地から林野化していくものに関しては、農地の台帳から外していくという

作業も行っておりますので、農地の数に関しては、面積に対しては変化もしておりますし、冬

季の状況等ございますので、年々変化のほうはあります。 

  それで、就農者の多い場所、特に西部地区の方は新規就農者の方が多い状況でありまして、

空いた土地へ対しての新規就農者の方が就農されて、農地の維持、また新規開拓というのはな

かなかございませんが、農地の維持ができておりますので、比較的耕作放棄地は少ない状況と

私は判断しております。 

  また、南部地区のほうでもここのところ就農者の方は増えておりますので、そこのところで

も農地の貸し借りで動いております。ただし、山際に関しましては、やはりどこの地区もそう

なんですが、耕作ができない状況になってきておるという状況は、どこでも同じ状況でござい

ます。 

  また、北部地区に関しましては、国土調査を15年前ぐらいにやったときは畑だったんですが、

現在では原野化しているという状況も見受けられております。これも先ほど申しました、また

町長のほうで先日のお話もありましたが、やはり高齢化という人口が減っていくという中で原

野化をしているという場所が大変多くなっております。 

  ですので、農地に関しましては、農地から原野、林野への切替えというのが国のほうからも

示されておりますので、そのようなことを行いながら、現在パトロール等に励んでおるところ

であります。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 塚田議員。 

５番（塚田一男君） 先ほども触れさせていただきましたけれども、地区事情等もあります。そ

れから、農地の条件もある。これは課長さんに答弁いただいたとおりです。詳細な分析は困難

かと思いますが、農業委員各位、生産団体との皆様が、また、町、そうしてＪＡこの遊休農地

解消に向けて鋭意取り組んでいただくところ、あわせてＩターンや新規就農への取組などの結

果ということは、言うまでもないと私は思います。 

  やはり遊休農地の解消には、様々な対応と多くの皆様の協力を得て、町基幹産業の一つ、農

業振興に関わることであり、取り組んでいただきたいと思います。 

  次に、（２）の新規就農者とその栽培面積について先ほどご報告いただきました。本年度に

おける新規就農者見込みが分かりましたら、教えてください。 

議長（湯本晴彦君） 農林課長。 

農林課長（宮崎弘之君） お答えします。 

  すみません、ちょっとお時間いただいてよろしいですか。 

議長（湯本晴彦君） ここで答弁整理のため、暫時休憩します。 

 （休 憩）          （午前１１時００分） 
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─────────────────────────────────────────────── 

 （再 開）          （午前１１時００分） 

議長（湯本晴彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  農林課長。 

農林課長（宮崎弘之君） お答えします。すみませんでした。 

  本年度の認定新規就農者に関しましては、４月28日に認定証の交付式を行いまして、５名の

方が認定新規就農者になっていただいております。そのうち１組がご夫婦でございます。皆さ

ん、ご夫婦の方は奥様の実家にＩターンされまして、農家を継がれると。また、２名の方に関

しましては、里親制度を活用されまして勉強されてからの就農、それから農業保持の経験者の

方が１名、また、それまで農業の勉強をされていられた方が、また新規にという現状でござい

ます。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 塚田議員。 

５番（塚田一男君） ありがとうございました。 

  その５名の方の地区ごとの数値が分かりましたら、お教えいただけますでしょうか。 

議長（湯本晴彦君） 農林課長。 

農林課長（宮崎弘之君） 大変申し訳ございません。地区ごとまでは私の手元に今、メモとして

はございません。申し訳ございません。 

議長（湯本晴彦君） 塚田議員。 

５番（塚田一男君） 分かりました。 

  私がこの件を取り上げたのは、新規就農者を増やす施策だけでは農地維持は困難なことを示

していると思うからです。当然のこと、新規就農者を増やす施策は必要です。あわせて、現在

耕作していただいている高齢農家には、次世代の担い手に農地をバトンタッチできるまで踏ん

張っていただく施策も必要と考えます。 

  国・県も担い手対策として新規就農者を増やす施策に取り組んでいただいており、先ほどの

発言のとおりこれは継続しなくてはなりません。しかし、この施策だけでは現状の農地維持が

困難なことは実情だと思います。町長はこの点について、どのようにお考えなのかお聞きしま

す。 

議長（湯本晴彦君） 平澤町長。 

町長（平澤 岳君） 塚田議員のおっしゃるとおり、この遊休農地対策ということは、これから

の山ノ内町にとっても非常に重要なテーマだと感じております。その上で、とはいえ皆様、お

年を召され始めている中で、むち打ってやれというわけにもいきませんので、その中で若い人

たちが入ってきやすいような環境をつくるですとか、近い将来、町としてももしかしたら本格

的な何か抜本的な対策になるような遊休農地をしっかりと活用できるような仕組みをつくらな

ければならないんではないかと思っておりますが、私もまだ就任３か月ですので、引き続き
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様々な町の取組ですとか、ほかの自治体の取組などを研究させていただきながら、町の遊休農

地の活用方向というものをしっかりと前向きに考えていきたいと思っております。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 塚田議員。 

５番（塚田一男君） 最初の答弁で、がんばる農業に係る施策として様々な資金、その補助金の

名称としては、がんばる農業応援資金利子助成金、がんばる農業就農奨励金、そして遊休農地

関連として、元気出せ!活かせ遊休農地復活事業補助金がありますが、この支援施策に係る申

請件数について、令和４年度の単年度でよいので教えてください。 

議長（湯本晴彦君） 農林課長。 

農林課長（宮崎弘之君） お答えします。 

  がんばる農業応援資金に関しましては、令和４年度の利用件数に関しましては197件、97万

6,558円、その中で新規の利用者の実績は24件、4,863万円のものに対してでございます。それ

から、新規就農者に関しましては、令和４年度の方でございますが６名、そのうち親元就農の

方が３名、Ｉターンの方が２名でございます、あとは奥様の実家のほうに就農された方が１名

でございます。 

  以上でございます。 

議長（湯本晴彦君） 塚田議員。 

５番（塚田一男君） 私が（３）として、がんばる農業応援補助金という表記をした理由は、こ

のがんばる農業を関連施策として新たに提案したいと考えたからです。中山間地の多いこの町

の農地は土手があることが多く、傾斜のある土手の草刈りが省略化できれば何とか耕作できる

が、草刈が大変という声が聞かれます。これについて、農林課として対策を考えておられるの

かお聞きします。 

議長（湯本晴彦君） 農林課長。 

農林課長（宮崎弘之君） お答えします。 

  土手の草刈り等に関しましては、特段、今のところ考えてはおりません。 

議長（湯本晴彦君） 塚田議員。 

５番（塚田一男君） 西部地区での例を申し上げますと、町内の上場事業者のご協力とご理解の

下、現在、耕作していただいている畑地、水田がございます。この事業者は、若い従業員が在

籍されておりますが、当事者に新たに農業維持を打診した結果、つまり、農地耕作をお願いし

た結果、土手の草刈りが負担が多く、これ以上は困難という返答がありました。これは、ある

農業委員からの交渉の結果であります。 

  若い従業者がいる経営体でも、土手を背負う農地には手を出せない傾向があるものと私は理

解します。いわんや高齢農家です。そのため解決策として土手の除草シート、パンフレット上

では雑草抑制おまかせネットとなっていますが、このシートの効果について、農林課としてど

のように分析、考えておられるのか、お聞きします。 
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議長（湯本晴彦君） 農林課長。 

農林課長（宮崎弘之君） お答えします。 

  除草シートに関しましては、個々に試されている方が多いと伺っております。議員がおっし

ゃいました防草シートに関しましては、現在、前坂ファームポンドで試しとして設置しており

ます。これは現在、山ノ内町の中で貼られている多くがＪＡ様のほうの販売元となっておりま

して、設置方法に関しましても、ちょっとくせのあるシートと伺っております。また、シート

の色でも、やはり草が生えやすい、下の草が生えて土手を守るというものがあると伺っており

ます。 

  黒いシートに関しましては、小動物がやはり中に巣をつくってしまうというお話もあるよう

に伺っております。また、緑色に関しましては、草が茂り、夏場は大きな膨らみとなっておる

のも確認はしております。このシートに関しましては、どのような、何年間耐久があってどう

というのはカタログのほうの売り文句ではありますが、このシート、現在、我々農林課のほう

では、まず自分たちの足元で行ってみて、確認をして、じゃ、どのようにしていくのかという

のを見まして、勉強していければなと思っております。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 塚田議員。 

５番（塚田一男君） 今、課長からご答弁いただきましたネットは、パンフレットこれなんです

けれども、そこで農業施策に係る具体的な提案として、この土手シート設置に係る補助事業、

検討はできないでしょうか。改めてお聞きします。 

  なお、財源としては県との補助金検討、町の農業施策に係る補助金の関係の見直し追加やふ

るさと寄附金の活用なども案として考えられます。 

  その内容の一環として提案でございますが、65歳以上の農家が設置したい場合は50％補助、

他の農家には30％補助、合わせて補助対象の土手に対する傾斜基準等を包含した基準を前提に

事業検討できないかお聞きします。 

議長（湯本晴彦君） 農林課長。 

農林課長（宮崎弘之君） 大変具体的な提案、ありがとうございます。 

  この件に関しましては、先ほどおっしゃった財源の問題等ございますし、また、シートを設

置してからの維持管理をどのように皆さん、行っていくのかという問題もございます。また、

そのシートがどういうふうに設置されて、農地の所有者が代が替わったときに、誰がどうとい

う話も出てまいります。これから研究をいたしまして、じゃ、どのようにしていくのが最善か

という勉強もさせていただいて、お時間をいただいて検討させていただければと思っておりま

す。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 塚田議員。 

５番（塚田一男君） ぜひともお願いいたします。これ、ＪＡのパンフレットですけれども、耐
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用年数約８年、一説にいえば10年持つという話もございます。しかし、これは実証実験してみ

ないと実際分からないで、確かに費用かけて、それを補助してという問題もあると思います。 

  一方、参考までに西部地区でもこのシートを要望するのは全ての農家、場所だけじゃないん

です。例えば、宇木地区のほうは一部はこのシートは要らないというような意向も実は私、お

聞きしています。そんなことから、限定された土手になろうかと思いますので、ぜひとも実証

実験を含めて前向きな検討をお願いしたいと思います。 

  この町内の遊休農地を増やさないためにも、また、遊休農地は鳥獣の住みかにもなり、ぜひ

とも農地維持対策として重ねて検討いただくことをご要望申し上げます。 

  次に、（４）農業用水路の維持管理はについてですが、この農業用水路については、塚田団

地の東側の水路のことです。この管理についてお聞きします。団地造成に伴い、団地内に残っ

ている農地には、農業用水として団地内を常時流下していないのが実情で、地権者から今般、

相談がありました。 

  この塚田団地造成の際、この水路の維持について、土地改良区なのか、町なのか。この経緯

を含めて維持管理責任がどちらになるのか、お聞きします。 

議長（湯本晴彦君） 農林課長。 

農林課長（宮崎弘之君） お答えします。 

  塚田団地内の水路の件に関しましては、ある程度水路の管理に関しましては、上寺堰のほう

からいっている水路と伺っております。それと、先ほどおっしゃっていました塚田校区ですか、

塚田校区で行ったときの水路の関係と、ちょっといろいろ混ぜこぜになっているというお話は

伺いました。その中で、水路の維持管理に関しましては、基本的には水利権のある水利組合さ

んで維持管理していただくというのが基本となっております。 

  ただ、先ほど議員がおっしゃった塚田団地の中の水路の維持管理に関しましては、やはり地

区が一体となって維持管理をしていっていただくのが最善かと思います。また、私ちょっとそ

の公社の造成をしたときのお話というのが、そこまでちょっと勉強してまいりませんでした。

あそこの場所から水があふれるということで、一度かさ上げはしております。また、横倉区の

多面的機能支払交付金事業などで泥上げもされております。 

  そのような状況もございまして、やはり維持管理をしていくというのは、地元の方の水に対

する権利の問題もございますので、町としてどうこうというのは、今この場では申し上げられ

ません。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 塚田議員。 

５番（塚田一男君） 課長も重々事情はご存じかと思います。私もこの水路、調べれば調べるほ

ど複雑なことは分かりました。先ほどご答弁いただいたとおり、寺堰、塚田土地改良区、それ

から藤浦堰、その先の若宮堰、様々な農業水路が関係しております。 

  団地周囲の農業水路が整備不十分のまま今日に至っていることは、私はこの問題が複雑にな
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っている原因の一つだと思います。今般、私が取り上げたこの水路は過去に水害発生もあった

こと、また、この水路は寺堰じゃなくて塚田土地改良区の役員で堰上げしている。水害の発生

から５月の連休頃、年１回やっております。 

  そして、冒頭発言させていただきましたけれども、農地地権者からの相談によって、今回質

問とさせていただきました。今議会の質問は、これは複雑であり、開発のときの団地造成のと

きにしっかりと話合い、決めておかなかったことがずっとこの何十年間後を引きずっていると

私は考えております。このことについては、西部地区の先輩議員にもお聞きして確認してきま

した。 

  どうか当時の経過、調査、どこができるか困難かと思いますけれども、それをはっきりしな

い、あるいは確認しない限り、この問題は進展しないと私は考えます。したがって、この問題

については、機会がありましたら次回以降の質問にしたいと思います。 

  次の質問項目とさせていただきます。 

  ２、河川整備について、関連のため（１）より（２）について質問させていただきます。 

  土砂等の堆積状況については、先ほど町長からご答弁いただいたとおり、６月３日には小田

孝志議員と私も現地を確認させていただきました。この河川は一級のため、建設事務所所管は

重々承知しております。先ほど町長から、危険なところから要望していく方向だという力強い

お話をいただきましたけれども、どうか下流の夜間瀬本郷区の住民、宇木区にも及ぼす危険が

あることから、看過できないため、早急な働きかけをお願いしたいと思います。 

  発生災害時からでなく、ぜひとも早急な申請について改めて建設事務所に要望いただくこと

を重ねてお願いします。 

  次に、（３）についてですが、これは一級河川であり、農業水路、堰の管理は農業用水路管

理団体の維持管理下にあることは、先ほど関連の堰の関係で課長からご答弁いただいたとおり

承知しております。 

  しかし、この（３）寺堰の取水口のことですが、これは泡貝川から直接取水する取水口です。

そこに土砂が堆積しており、幾ら水路の土砂を上げても泡貝川に山のようになった盛土の状態

の土砂が堆積しておりますので、さらにそれを悪化させて土砂を上げていると、これが現状で

す。 

  したがって、この農業用水路の管理は、農業用水路管理団体じゃなくて、この取水口付近だ

けは、せめて災害防止の観点から建設水道課と連携した対応ができないのか、その点について

お聞きします。 

議長（湯本晴彦君） 農林課長。 

農林課長（宮崎弘之君） お答えします。 

  先ほど議員おっしゃったとおり、農業用水路の維持管理に関しましては、地元でお願いして

いるのが現状でございます。ただ、他の取水口でもございますが、取水口の部分の土砂上げに

関しましては、私ども機械借上げという予算の中で対応をさせていただいております。また、
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寺堰の関連に関しましては、議員のほうからおっしゃられた今回が農林課、私、着任したとき

と現在、着任中ですが、またその前の耕地林務係長のときからですが、初めて伺いました。そ

れまでは、多分皆さんで手で上げられていたのかなと思っております。 

  我々のほうといたしましては、機械借上げなりで対応を検討はいたします。また、水路の見

回り等、必要であれば役員さんに呼んでいただきまして、農林課も一緒になりまして、そこだ

けではなく、関連した地区の土木見回り等を行っていただければ一番いいのかなと思います。

機械借上げのほうで対応は検討させていただきますので、また、他の経費に関しましてもご相

談するということになってまいります。 

  以上でございます。 

議長（湯本晴彦君） 塚田議員。 

５番（塚田一男君） 誤解のないように再度確認させていただきますけれども、寺堰の取水口か

ら水路は手で組合員が作業しております。私がお願いしたいことは、取水口のところは盛土状

況になっていると。さらに水路の土砂をスコップ等で上げてもまた山盛り状況になる。さらに

それが河川に堆積し、災害危険もある。こういうことですから、この河川の緊急の対応の中で、

その中で対応してもらえれば、防ぐ中でその辺の問題は解決するんです。その点を含めて、農

業用水の取水口もあるということから関連して、協調して対応できないか、いただけないかと、

こういう質問でございますので、確認のために申し上げたいと思います。 

  ぜひとも災害に遭っては遅いので、災害防止の観点から早急な対応をお願いしたいと思いま

す。 

  次に、３、交通安全対策についてお聞きします。 

  まず、（１）についてですが、夜間瀬地区から山ノ内中学校までの歩道については、整備に

ついては14日、小田孝志議員の質問でも答弁されておりまして、今回、町長からの答弁をいた

だきました。 

  そこで、お聞きしますが、町道夜間瀬湯田中線の歩道整備について提案させていただきます。

新たに整備計画を策定し、その計画達成を目標として取組されるお考えはありますか。この点

について、お聞きします。 

議長（湯本晴彦君） 建設水道課長。 

建設水道課長（望月弘樹君） お答えします。 

  過日、小田孝志議員にもお答えしたとおりではありますけれども、やはり地元の皆様方のご

理解、ご協力というのは必要不可欠であると思います。議員からのご提案がどういったものか

というのは、ちょっとまだ理解に欠けるところありますけれども、いずれにしましても、子供

たちが上条区内の細い道を歩きながら行くというのは、大変不便を来しているというふうに考

えますので、できれば歩道があくような形を進めていきたいとは思いますけれども、そのため

にも地元の合意形成等を図っていただきながら進めることが一つかなというふうに考えており

ます。 
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  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 塚田議員。 

５番（塚田一男君） 課長の立場、それから町の立場、よく分かります。しかし、この計画、こ

の計画をつくることによって、私も勉強不足で都市計画の関連もあるかもしれませんけれども、

歩道整備計画というのは新たにつくることはできないんでしょうか。重ねてお聞きします。 

議長（湯本晴彦君） 建設水道課長。 

建設水道課長（望月弘樹君） お答えします。 

  現状のところ、すみません。持ち合わせておりません。国道等につきましても、県のほうに

要望したりとかいうようなことで対応しておりましたので、特に今のところ計画をつくってと

いうことが予定されていなかったということで、今後、必要性に応じ計画のほうを策定するこ

とができるかどうかも含め、検討してみたいと思います。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 塚田議員。 

５番（塚田一男君） 私は、この歩道整備、これから検討される統合小学校整備計画、仮に統合

されますと小さな学童、新１年生も含めて通学するわけです。そうした場合、それを前提でお

話して恐縮です。そうなりますと、全国でも通学路の事故、これは残念ながら低学年というふ

うに報道等されております。 

  私は、将来を見越してこれから統合された場合、そこにも密接に関係する問題だと私は思っ

ております。したがって、この道路は一般の方も歩いています。私も湯田中から自宅までこの

道路を、端っこを右側歩行させていただくことは年に数回あります。私も知る限りでは、一般

の方、町民の方、それから観光客の方でしょうか、完備上の集落街を通らずに町道を利用され

ておるケースを何回か見かけております。多分、町の課長さん等も通勤過程では見ておられる

かと思います。 

  そうした観点で、やはり地元要望、これは確かに当然ですけれども、この歩道を整備するに

は住宅、農地、農業水路など大きな壁があることは理解します。しかし、私は事故防止を図る

観点、命を守る観点から、この歩道整備計画はぜひともしっかり新しい町の姿としてつくるべ

きと考えます。これについて、町長のお考えをお聞きします。 

議長（湯本晴彦君） 平澤町長。 

町長（平澤 岳君） 現在は、子供たちの通学路としては上条の中を通るということで、最低限

の安全を守られているというふうに認識しております。同時に土地の買上げ等を含め、なかな

か今までの経緯で進んでいないということ、難しいという経緯も聞いてはおります。 

  将来的に町のビジョンというか、絵を描く上で将来的に歩道も必要だろうとは思っておりま

すが、様々な優先順位等含めて、町も潤沢に財源があるというわけではないことから、地元と

の話合いをしながら、特に住んでいらっしゃる方がいるというところで、無理やり立ち退かせ

るわけにもいかない現状もありますので、今後とも町としては地元との話合いをしながら進め
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てまいりたいと思っておりますが、ちょっとここからは個人的な話ですが、現状子供たちに関

しましては、村の中を通ったほうが、上条の中を通ったほうが安全ではないかなというふうに

思っております。というのは、あそこの道路、比較的下り車線、下りというか斜面を走ってく

る車が、スピードを上げて走ってくるという経緯もありまして、現在、上条の中を歩いている

ほうが私的には安全なので、上条の中の整備ということも踏まえて考えていくべきではないか

なと思っております。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 塚田議員。 

５番（塚田一男君） 今般、私はちょうど夜間瀬を、湯田中線の話をさせていただきましたが、

これは他地区でも同じだと私、思います。やはり、通学路、これから少子高齢化、子供を増や

す、こういう将来に向かって明るい目標に向かって進もうとする今日、ぜひともその辺も含め

て大切だと思っております。したがいまして、ぜひとも様々な観点から前向きなご検討をお願

いしたいと思います。 

  それでは、（２）について質問させていただきます。 

  この件は、住民から申出がありました。そのため、質問項目とさせていただきました。現在、

前坂チェーンベース付近に警告用赤色灯、大曲に急カーブの注意啓発標識等が設置されており

ます。 

  先ほど町長からご答弁いただいたとおり、確かにここ数年は死亡事故が起きておりません。

これはうれしいことであり、しかし、事故が起きているのは事実であります。この赤色灯とカ

ーブの間には、カーブ矢印の標識がありますが、大きさ等の面から分かりづらいため、新たな

注意喚起啓発標識を設置できないのか、改めてお聞きします。 

議長（湯本晴彦君） 建設水道課長。 

建設水道課長（望月弘樹君） お答えします。 

  議員おっしゃられる国道403号の大曲付近のことにつきましては、今年の４月に１件連絡の

ほういただいているということで、係のほうから確認をしております。 

  こちらの道路標識につきましては、本標識というものにつきましては、案内ですとか警戒、

規制、指示、こういったような看板があるようです。今回のものにつきましては、警戒の標識、

黄色地に黒の矢印というようなもの、それと多分、補助標識といいますか、例えば急カーブあ

りというようなものになろうかと思います。 

  看板につきましては、設置が県の公安委員会、または道路管理者ということで、それぞれす

み分けがありますけれども、今回ご質問いただいている警戒標識、また補助の標識につきまし

ては、道路管理者のほうが行うべきものとなるというふうに認識しております。 

  したがいまして、国道につきましては、県のほうで管理しているところでありますので、県

のほうに一度状況のほうを報告させていただいて、対応が可能かどうかも含め、検討していた

だくように進めてみたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 塚田議員。 

５番（塚田一男君） 確かに、公安委員会や県の可否判断も当然のことあると思います。しかし、

ドライバーの高齢化が進んでいる今日、特に中間山地においては高齢者の運転者が多い、これ

が現状でございます。したがって、事故発生の危険を防止する観点から公安委員会等が仮に設

置が困難な場合、町の交通安全対策として設置できると、私は考えますが、いかがでしょうか。

この点についてお聞きします。 

議長（湯本晴彦君） 建設水道課長。 

建設水道課長（望月弘樹君） お答えします。 

  先ほど申し上げたとおり、警戒標識というものに該当するものであると、ちょっと線引きの

ほうがあります。町のほうも含めてどういったものが設置できるかというのは、改めてまた研

究のほうしてみて、相談してみたいと思います。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 塚田議員。 

５番（塚田一男君） チェーンベース付近では、過去に町内の子供の命が失われた悲しい事故が

ありました。そのときには、１名の方も負傷されております。それ以後、大きな死亡事故はな

いにしても、これは幸いなことであります。どうか人身事故未然防止のため、鋭意ご検討いた

だくことを強く要望申し上げ、残り時間がございますが、私の質問を終わります。 

議長（湯本晴彦君） ５番 塚田一男君の質問を終わります。 

  ここで、昼食のため午後１時10分まで休憩とします。 

 （休 憩）          （午前１１時４６分） 

─────────────────────────────────────────────── 

 （再 開）          （午後 １時１０分） 

議長（湯本晴彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

─────────────────────────────────────────────── 

議長（湯本晴彦君） ４番 志鷹慎吾君の質問を認めます。 

  ４番 志鷹慎吾君、登壇。 

（４番 志鷹慎吾君登壇） 

４番（志鷹慎吾君） ４番 志鷹慎吾です。４月に初当選しまして新米の議員です。よろしくお

願いします。 

  まず、質問に当たって、少しずつお話、なぜその質問をするかということをお話させていた

だきながらいきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  最初の学校統合に当たってというところなんですけれども、この今の時代、家庭は両親とも

働いている共働きが当たり前の時代になってきています。町長は、孫たちが帰って来たくなる

町へというふうに言っていましたし、私も子供がずっと住みたくなる町ということで、選挙戦
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を言ってきて戦ってきました。 

  では、どうしたらこの町に帰って来てくれるのか、または、ずっと住みたくなるのかという

ことですけれども、この要素はいろいろとあると思いますが、その中には魅力的な町というの

も１つあると思います。 

  では、何が魅力なのか。これもまた人それぞれだと思いますけれども、例えば、子供を持つ

親御さんが選ぶとすれば、自分の子供を最適な環境で育てたいと思うことでしょう。学校はも

ちろんのこと、学校以外に町や住民が携わって遊ぶ場所や学ぶ施設があれば、環境があれば、

そして、そこが放課後や休日なども利用することができれば、両親は仕事に集中でき、子育

て・教育に不安感、負担感を軽減して安心安全で、地域全体で子供を支えることができると考

えます。 

  私の知っている友達、東京にいますけれども、その方と話したことがありますが、その方は

やはり、自然環境などから子供のためにも本当は田舎暮らしをしたいと言っていますが、実際

にはまだ行動には至っていません。それは、仕事のこともあるのですけれども、それ以上に子

供の環境についていろいろと話してくれました。特に印象に残っていたのは、都会と同等な高

度な教育が受けられるかでした。 

  私は今回、子育てと環境という観点から質問をしたいと思っています。その質問に入る前に、

もう１つ触れたいことがあります。 

  私自身、スキー教師という立場で長年やってきました。お子様から高齢者まで幅広く指導し

てきました。ここ４年ぐらい前から文科省でもかなり取り上げられているようになったことで、

非認知能力というものがあります。その言葉を聞いてからは、私のスキー指導の中にもなるべ

く活かすというか、意識しながらレッスン、指導をしてきました。 

  ただ、非認知能力というのは、周りの人に聞いても全く知らないというような答えが返って

くる次第でした。なので、この非認知能力について、ちょっと触れていきたいというふうに思

っています。 

  学校の授業で、知能指数、ＩＱですけれども、知能指数のように数値で図れる知的な学力を

認知能力と言います。それで、非認知能力というのは、意欲、協調性、粘り強さ、忍耐力、計

画性、自制心、創造性、コミュニケーション能力といった測定のできない個人の特性による能

力全般のことを指します。 

  この非認知能力は、数値で図れる学力とは違い、目には見えない力で、生きる土台となる力、

後延びする力、生涯の学びを支える力などと言われています。この能力の高い人は、何かをや

り抜く粘り強さ、自分の感情をコントロールする力、計画を立てて実行する力などがあり、学

ぶ土台がしっかりできているので状況の変化にも対応でき、生き抜く力が強いと言われていま

す。 

  非認知能力を高めるには、幼少期が大切だと言われています。非認知能力は大人になってか

ら高めることも可能ですけれども、脳が柔軟で急速に発達する幼児期に高めるほうが効果的で、
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児童期においても非常に重要です。 

  そして、さらにこの能力を伸ばす場として施設や環境も必要だと考えます。アート系やスポ

ーツ系など、そういったクラブもいい施設の環境で行うことで、さらに実社会に向けての能力

が育つと考えます。例えば、スキークラブのようなものがあって、スキーを得意にさせたいと

いうのであれば、これは運動なんで、感覚系が関係してくると言われています。球技や器械体

操などと同じで、３歳から６歳の頃までの脳が柔らかい時期に始めるのがよいとされています。

ちょっと余談ですけれども、日常会話で運動神経がいいというふうにちまたでよく聞く言葉で

ありますけれども、人間の体の中に運動神経という神経はないんですけれども、正確に何を指

すかと言うと、体を動かす神経プラス身体能力のことを言います。 

  似たような言葉で運動能力という言葉もあるんですけれども、実際のところ、身体能力と運

動能力というのは全く違うことです。身体能力というのは筋力、持久力、柔軟性、俊敏性とい

った既に体に備わっている能力のことを言い、幼少期から体を動かすことやトレーニングを行

っていくことで身体能力を向上させます。そして、そこに走る、飛ぶ、投げるといった運動ス

ポーツに必要な、基本的な技術やスキルなどを加味した能力を運動能力と言います。 

  つまり、運動能力は体にもともと備わっている身体能力を生かす能力で、身のこなし方やパ

フォーマンスといった技術的な能力のことです。この運動能力には、生まれながらにして違い

はなく、後天的なトレーニングによって身につけることが可能です。 

  先ほど、スキーを得意とさせたいのなら、３歳から６歳頃に始めるのがいいというふうに言

いましたが、この身体能力に関して言えば、12歳頃までに育てることが大切です。その後、運

動能力を育てることへと移行していくのがいいかというふうに言われています。 

  ある教授の著書によると、トップアスリートの約６割は、幼少期に毎日２時間以上遊んでい

たというふうにも書かれています。幼少期は本格的なトレーニングよりも遊びを通して神経系

を伸ばしていくことのほうが重要だということが明らかになっています。 

  ただ、小学校を卒業する前後で、この神経系の成長は100％に達してしまうからこそ、効率

的な身体能力を高めるためには、様々な動きを経験して高めることが大切です。 

  さらに、スポーツに必要な心肺持久力、これが著しく高まるのは中学生の時期です。幼少期

に成長する神経系とは、集中力や反射神経、コミュニケーション能力、集中力、想像力、自制

心などがきたえられます。それと、この時期に楽器や運動を始めたことで身につけた能力は、

将来、種類や競技を変えたとしても、基礎的な能力としてその子のプラスになると言われてい

ます。 

  こうしたことから、子育てはとても環境が大切だと考えます。こういった環境を町が主導し

て整えるべきだというふうに思います。 

  では、１つ目、質問事項の１、学校統合に当たって。 

  （１）ハブリック ナカノをどう考えるか。 

  （２）非認知能力についてどう考えるか。 
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  （３）３学期だけ都会からスキーを目的に転校してくるお子さんがいるのか、また、その受

入れについてどう考えるか。 

  （４）特徴のある教育が、山ノ内町に興味を持ってもらえて町外者の移住にもつながると思

うが、可能性をどう考えるか。 

  （５）特徴のある魅力的な教育を目指すために、子供教育課を設け、学びの場をつくるべき

ではないかという質問にしたいというふうに思っています。 

  では、続いて、温泉公園についてですけれども、この温泉公園なんですけれども、仮称にな

りますけれども、地域の方には全くどういうものかというのは聞かされていないということが、

私の周りでよく言われています。 

  やはり、不安に思っている住民の方もいるということが、皆さん共通の認識で持っています。 

  例えば、どういった施設ができるのか。施設ができたはいいけれども、魅力に欠けて誰も見

向きしなくなるのではないかというような考えもありますし、それから、そこに対しての愛着、

それから、利用度、そういったものも欠けてしまうということを言っています。しっかり説明

や理解をして、住民が納得した形で進めてほしいというふうに思います。 

  そんな住民の思いもあり、質問したいというふうに思っています。 

  解体したこの社会体育館は、耐震性に欠ける危険建物ということで、随分前から問題になっ

ていたことは聞きました。そこで、街なみ整備補助金を利用した社会体育館の解体を行い、防

災機能を持たせた施設の建設をしなければならない、さらに、急斜面崩落危険区域に指定され

ていて、補助金の用途がある程度限られているということも分かってきました。ただ、場所が

好立地ということもあるので、ぜひ有効活用ができるものを造ってほしいというふうに願いま

す。 

  そこで、提案も含めて少し触れたいのですが、令和２年度は65歳以上の割合が40.6％、これ

は先日徳竹議員が聞いたところで町長が答えたものになりますけれども、その割合がさらにこ

れから増えていくというふうに思います。 

  そして、町内にある健康福祉施設は、20年、30年以上建設からたっているものが多いので、

今後大規模な修繕が必要と聞いています。そして、指定避難場所として福祉避難場所は山ノ内

町地域福祉センター１か所というふうに聞いています。これでは少ないんではないかというふ

うに思います。防災機能を備えた福祉施設がまだまだ必要ではないでしょうか。 

  このようなことから、理想の施設とすれば温泉を利用した災害に強い施設、有事の際にも必

要不可欠な生活基盤を守れる施設、そして、ふだんから住民の健康、予防、リハビリ、コミュ

ニケーションなどでみんなが集える施設というものが必要だと考えます。 

  先ほど触れた学校統合に当たってとちょっと関係してきますが、統合によって、もし東小学

校が廃校になるのであれば、跡地利用として、この社会体育館の跡地と一緒に再開発の検討を

することで、広い視野で考えられるのではないかと思います。先ほど、住民が携わる遊び・学

びの場、それと、災害に強い福祉施設を融合させることで、十分な相乗効果も見込めると考え
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ます。 

  高齢者の方が子供と触れ合うことで、町長が町長選の討議資料の中で、子育て、教育、社会

福祉の中で挙げていたもので、アクティブシニアが活躍できるまちづくり、ボランティア組織

の活性化や観光への活用、スポーツと充実した医療で健康長寿のまちへ、スポーツのしやすい

環境とトレーナーなどの整備といったものがありました。その一端を担うことになるのではな

いでしょうか。例えば温水プール施設があれば、高齢者の方々も一般の方々も通年使用でき、

統合で学校にプールがなくなるという問題もクリアできると思いますし、スイミングスクール

などがあれば、子供たちは非認知能力を伸ばし、アクティブシニアが指導に当たればトレーナ

ーとして活躍でき、そして、高齢者にはサルコペニア対策にもなるのではないでしょうか。 

  以上のことから、質問事項２、温泉公園について。 

  （１）今後の日程、施設の概要は。 

  （２）急斜面崩落危険区域の工事に伴って、アクティビティ施設の建設はどう検討されてい

るか。 

  （３）住民の意見や説明などについてどのように行っているか、また、住民主体で話は進め

られているか。 

  （４）もし東小学校が廃校になるならば、そこも含めて再開発の検討は。 

  （５）温水プールという選択肢は検討されたかという質問をしたいと思います。 

  続いて３番なんですけれども、県外コンビニでのマイナンバーカード非対応について、これ

は令和５年５月時点なんで、私自身が体験したというか、実際にやってみて使えなかったとい

うことについて、どうなっているかということを聞きたいというふうに思っています。 

  （１）対応できていない理由とはということですけれども、実際私自身、生まれも育ちもち

ょっとここの町ではないということもあって、こちらのほうに住民票を移した、そういったこ

と、それから、それに伴って免許証だとかそういうことも含めて全部変更していかなきゃいけ

ないというようなこともありましてやってみたんですけれども、実際はマイナンバー、今国で

も結構言われていますけれども、実際は使えませんでした。使えないというのは、この町以外

で使用するというふうになると使えないということです。 

  例えば、これから子供たちが東京などで大学生活を送るというときにも、何かと必要になる

かと思いますけれども、そのときに使えなければ、結局こちらのほうに、親御さんなどに連絡

をして、委託状を書いて、それで代理で行ってもらって、わざわざ役場、こちらのほうに来て

発行してもらうというような手続を踏まなければいけない。これはちょっと、国が考えている

ものと逆行しているんではないかというふうに思います。 

  これは、人数は本当に少ない、限られた人数かもしれませんけれども、この世の中便利にな

っていくのに対して、あまり積極的ではないのかというふうに思います。ただ、令和５年５月

にそういったことを私、実際にやってできなかったんですけれども、それから約１か月ぐらい

たっていますので、この１か月間で改善されていれば、もしかしたらこの質問は不要だったか
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もしれませんので、ご承知ください。 

  それから、質問事項４、修学旅行について。 

  （１）コロナ前のスキー修学旅行の現状と最近の現状と累計数は。生徒数や学校数、どの地

域からの来場をしているかなど。 

  （２）スキー修学旅行のアンケート調査は実施しているか。 

  （３）リゾート地、観光地としてＰＲの現状は。 

  私、21年前からスクールを志賀高原のほうで経営しています。それで、修学旅行のお手伝い

も頻繁に行っているわけですけれども、そこでもいろいろな問題点、課題、改善点などが多く

あります。 

  これは、町としてどのくらい把握しているのかということを知りたく、質問をさせていただ

きました。 

  以上、質問の内容となります。反問がないことを祈って、再質問は質問席のほうからさせて

いただきます。 

議長（湯本晴彦君） 答弁を求めます。 

  平澤町長、登壇。 

（町長 平澤 岳君登壇） 

町長（平澤 岳君） 志鷹議員の詳細なる質問の中身、ありがとうございます。 

  まず、志鷹議員のご質問に順番にお答えさせていただきます。 

  １の学校統合に当たって、ハブリック ナカノをどう考えるかとのご質問ですが、令和２年

に閉校した中野市旧長丘小学校の校舎を利用して、本年４月に子育て支援拠点施設としてオー

プンした子育てにおける地域拠点としてのハブになる施設ということですので、とても興味が

あります。まだ施設に伺えておりませんが、山ノ内町にも同じような施設が必要だというふう

に私は感じております。 

  次に、（２）の非認知能力についてどう考えるかとのご質問ですが、私の認識として非認知

能力というのは、心の状態をつくる能力であり、測定できない個人の特性による能力、いわゆ

るライフスキルと呼ばれ、学力などで数値化される認知能力の対照として使われ、用いられる

と認識しております。 

  簡単に言いますと、学校から帰ってきたお子さんに、今日はテスト何点だったという結果を

重視した問いは認知的な質問であり、今日の学校はどう感じた、頑張れたかという聞き方は、

子供の非認知脳を育てると言われております。 

  私自身もコロナ前から、私自身のメンタルトレーナーでもあったスポーツドクターの辻秀一

先生と、先生が関わってきた様々なスポーツのトップ選手たち、オリンピアンたちと一緒に

小・中学校向けの子供たちへのセミナーを開催してまいりました。 

  非認知的な脳を育てる、いわゆるライフスキルを育てるということについては、トップアス

リートになればなるほど重要視しており、実際にスポーツを通じて学び、体験してきたことで
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すので、それらを子供たちに対話やご機嫌というキーワードで分かりやすく伝えてきました。 

  私もこれからの教育には非認知的な脳を育てる教育が必要だと思っており、その必要性は学

校や子供たちだけではなく、役場内や町内にも必要なことだと思っております。同じ仕事をす

るにしても、仕事の内容を考えるのは認知的な能力です。それも重要なのですが、その仕事を

する際にどのような気分で、どのように感じながらその仕事をしたのかという、仕事の質とい

うものがこれからの時代は必要で、それが非認知的な脳を育て、非認知能力の向上につながる

と思っております。 

  私としても、将来、山ノ内町でどのような形でこの教育と言っていいのか分かりませんが、

この方法を取り入れるかというのは、これから引き続き、教育長と教育委員会などとも話し合

いながら進めてまいりたいと思っております。 

  次に、（３）の３学期だけ都会からスキーを目的に転校してくるお子さんがいるのか、また、

受入れについてどう考えるかについてのご質問ですが、最近の状況では、令和３年に１件、小

学生２名、令和４年に１件、小学生２名を受け入れた実績があります。１月から３月までの３

学期のみであり、いずれも小学生であります。受入れ条件は、町内にお子さんかご家族の住所

を移していただくことで受入れを認めております。 

  私自身もかれこれ40年ほど前でしょうか、小学校１年生のときから５年生まで、３学期のみ

山ノ内東小に行って、１・２学期は東京と埼玉の小学校に行っていたという経験を持っており

ますので、こちらに関しては、引き続き受入れをしていきたいというふうにも思っております。 

  次に、（４）特徴のある教育が山ノ内町に興味を持ってもらい、町外者の移住につながると

思うが、可能性をどう考えるかとのご質問では、３月の議会でも申し上げましたとおり、「孫

たちが帰ってきたくなる町へ」というキャッチフレーズの思いと実現に向けては、住むところ、

働くところ、そして教育という３つの要素の基本構想を魅力的な町にするということが必要と

考えております。 

  次に、（５）特徴ある魅力的な教育を目指すために子供教育課を設け、学びの場をつくるべ

きではないかとのご質問については、国の施策として本年４月１日にはこども基本法が施行さ

れ、子供真ん中の社会を実現するために、子供の視点に立って意見を聞き、子供の最善の利益

を考え、子供と家庭の福祉や健康の向上を図ることを目的に、こども家庭庁が発足となったこ

とから、当町でも、幼児教育から小・中学校への教育の連続性を重視し、役場内組織の見直し

の検討を進めております。 

  続きまして、２番目の質問の温泉公園についてですが、（１）から（３）までは関連性があ

りますので、まとめてご答弁いたします。 

  （仮称）湯田中温泉公園はみろく児童公園、世界平和大観音が周囲に隣接しており、それら

の場所が有効に利用できる方策を検討しているところであります。湯田中区長、山ノ内町観光

連盟会長、一般財団法人共益会理事長、かえで保育園長、東小学校ＰＴＡ会長、区長会代表、

町議会総務産業委員長などの皆さんを委員とする湯田中温泉公園整備検討委員会を令和３年４
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月に設立し、旧社会体育館の取壊し方法や公園の地盤の高さなどについて４回の会議を開催し

検討してまいりました。 

  昨年度、旧社会体育館の取壊しもあり、よりイメージがつかみやすくなったことから、湯田

中温泉公園整備検討委員会での検討意見を踏まえ、本年度基本計画を策定し、さらに検討を深

めていきたいと考えております。 

  また、東小学校周辺や旧社会体育館跡地付近を長野県に要望し、急傾斜地崩落対策事業を実

施していただくこととなっており、今年度地質調査や用地測量が行われるとお聞きしており、

早ければ来年ごろから急傾斜対策工事が実施される見込みであります。 

  湯田中地区は家屋が密集し、災害時に避難等で利用できる広い場所がありません。したがい

まして、旧社会体育館跡地は防災機能を有した公園を想定しており、防災時にも使えるトイレ

の設置や駐車場、広場として整備し、有事の際は避難場所や有害ごみ等の搬入先として使える

よう整備したらどうかと考えており、今のところアクティビティ施設の建設は考えておりませ

ん。 

  （４）のもし東小学校が廃校になるならば、そこも含めて再開発の検討はにつきましては、

小学校統合の方向性が決まっていないことや、旧社会体育館の解体を空き家対策の国庫補助事

業を活用していることから、跡利用となる防災機能を有した公園の整備を先延ばしにできない

状況にあります。 

  東小学校廃校後については、小学校統合問題で現在教育委員会のほうでも検討いただいてお

りますので、そこを踏まえて今後検討していきたいと思っております。 

  （５）の温水プールという選択肢は検討されたかにつきましては、湯田中温泉公園は、街な

み環境整備事業という国庫補助事業を活用しながら整備していくことを考えております。この

事業は、町民の住環境の向上を目的として施設整備をするものであり、スポーツ施設の整備は

メニュー化されておりませんので、現在のところ、温水プールの温泉公園での整備は検討して

おりません。 

  いずれにしましても、今後湯田中温泉公園整備検討委員会において検討を進めてまいります。 

  ３番の県外コンビニでのマイナンバーカード対応についてのご質問ですが、当町では平成29

年１月から、マイナンバーカードを利用して全国の提携しているコンビニのマルチコピー設置

店舗にて戸籍や住民票、印鑑証明を取得いただくことが可能となっております。 

  町と提携しているコンビニでマルチコピー機が設置されている店舗であれば、マイナンバー

カードを利用して土日、祝・祭日を含む午前６時半から午後11時までの間、住民票等を取得い

ただけます。コンビニでの住民票等が取得できない原因としましては、店舗に設置されている

機器の障害のほか、マイナンバーカードの暗証番号の未設定等カードに問題があるケースや、

住民票等の発行停止の申出をされている方、住所変更して間もない場合は、システムとの連携

が済んでいないことなどが考えられます。 

  ちなみにですが、私自身、県外、東京などで私自身の印鑑証明や住民票をよく取っておりま



－122－ 

すが、コンビニなどで問題なく利用できております。 

  ４番のスキー修学旅行についてのご質問ですが、まず（１）コロナ前のスキー修学旅行の現

状と最近の現状と累計数はとのご質問ですが、コロナ前となる平成30年度のスキー修学旅行の

受け入れ実績は、志賀高原、北志賀高原における合計数で学校数が293校、延べ宿泊者数で12

万2,195人です。新型コロナウイルスの影響が最も大きかった令和２年度は51校で１万4,268人、

コロナ前との比較で11.7％、令和３年度は131校で４万4,120人、コロナ前との比較で36.1％と

なっております。令和４年度は、現在、各宿泊事業者に実績報告書の提出をお願いし、集計を

行っているところであり、正確な受入れ数を把握できておりませんが、提出いただいた報告書

などから、７割から８割程度まで回復してきていると見込んでおります。 

  また、地域別での受入れ実績として、コロナ前は関東方面が最も多く５万1,878人で全体の

42.5％、次に近畿地方が２万7,183人で全体の22％、九州方面が２万4,100人で全体の19.7％と

続いております。 

  令和３年度の実績ではありますが、関東方面が１万8,798人で全体の42％を占め、次に九州

方面の１万2,778人で全体の29％、近畿方面が6,754人で全体の15.3％となっております。 

  次に、（２）スキー修学旅行のアンケート調査を実施しているかとのご質問でありますが、

スキー修学旅行に関わる受入れ実績は、スキー修学旅行を受け入れた宿泊施設からの報告によ

り、学校数や宿泊者数などを把握しているため、アンケート調査などは町から学校などに直接

的な対応は実施しておりません。 

  次に、（３）リゾート地、観光地としてのＰＲの現状はとのご質問でありますが、スキー修

学旅行の受入れについては、それぞれの宿泊施設での受入れとなることから、修学旅行生など

に対して町としての観光地などのＰＲは行っていないのが現状であります。なお、スキー修学

旅行などの学習旅行の受入れは、観光業においても重要な誘客手段でありますので、今後も長

野県や学習旅行誘致を促進する関係団体、観光事業者等と連携し、学習旅行の誘致に努めてま

いります。 

  以上でございます。 

議長（湯本晴彦君） 再質問を認めます。 

  志鷹議員。 

４番（志鷹慎吾君） 気がついたら大分時間が過ぎていたからびっくりしましたけれども、取り

あえずお願いというか、言いたいことだけちょっと言わせてもらおうかなと思うんですけれど

も、学校教育のところで、非認知能力のところなんですけれども、認知能力というのは、学校

で教えるものが主体となってくると思いますけれども、学校の教員です、教員というのは今す

ごくプレッシャーがかかって、いろいろなことが言われています。 

  そこをしっかりと見極めて、認知能力を最大に伸ばす学校環境を整えること、それから、非

認知能力を養う、そういった施設・環境というのをしっかりと分けてやっていってほしいなと

いうふうに思います。 
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  それから、スキー修学旅行のところなんですけれども、非常に人数がたくさん来ている割に

は、我々が現場では生徒が笑顔になって帰ってもらおうと思って一生懸命努力しています。そ

の中で、学校というのは、修学旅行というのは、修学旅行に来る前は予備学習というような形

で、どういったところでどういうことをするかということを学ぶところ、必ず機会があると思

います。それから、修学旅行が終わった後、この次復習というような感じで反省会を含め、ど

ういったところで、どういうことをして、どういう結果、どういうことが学べたかということ

を話す授業というものがあると思うんですけれども、そういった機会に、例えば山ノ内のパン

フレット一つでも渡してあれば、話題になってくると思うし、そのパンフレットを各生徒さん

が家庭に持って帰って、家庭でそういったこういうことをやったんだよ、こういうところでこ

ういうことやったんだよということを話することによって、そこから波及してスキーにつなが

るということもあると思います。 

  それと、やはり、非常に人数、修学旅行の人数が多いんですが、来ているところも九州とか

いろいろな、すごいですね、プレッシャーがかかりますけれども、非常に広範囲に全国から来

ているというのは理解してもらっていると思うんですけれども、やはりもっともっと来てもら

いたいということがあります。それは、学校が終わって、例えば大学生のときに、大学生でみ

んなで仲間同士で遊びにくる、家庭を持ったら子供を連れてまた志賀高原に来てもらうという

ふうにしていかなきゃいけないとは思うんですが、アンケート結果、学校で先ほど言った多分

修学旅行終わった後の授業だと思うんですけれども、そこでアンケートをした学校の結果で

95％が二度とスキーはしたくないというアンケート結果も出ているんです。これはいろいろな

理由があると思いますけれども、天候も左右するかもしれない、もちろんこのスキー教師の質

というのもあるかもしれないです。でも実際、95％はもう二度とスキーをしたくないというア

ンケート結果が出ているところもあるということを考えると、もう少し町としても考えるべき

ことがあるんじゃないかというふうに思います。 

  その中で一つ、これは私21年前からスキーやっていますけれども、非常に怖い箇所があるに

もかかわらず、初心者コースです。改善が全くされないという箇所があります。名前も通称で

すけれども第１地獄、第２地獄という言い方しますけれども、本当地獄ですね、生徒にとって

は。 

  そういった箇所があるにもかかわらず、もちろん、我々現場サイドとすれば嘆願書とかいろ

いろな文書にして上げたこともありますが、全く改善の余地がないということがあります。実

際そういう怖い思いをして、じゃ、２回目スキーに来るかと言ったら、やはりノーだと思うん

です。そこに対して指導や何か、町としてやることがあるんじゃないかというふうに思うので、

ぜひ、考えてください。よろしくお願いします。 

議長（湯本晴彦君） 制限時間となりましたので、４番 志鷹慎吾君の質問を終わります。 

  ここで議場整理のため、午後２時まで休憩といたします。 

 （休 憩）          （午後 １時４９分） 



－124－ 

─────────────────────────────────────────────── 

 （再 開）          （午後 ２時００分） 

議長（湯本晴彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

─────────────────────────────────────────────── 

議長（湯本晴彦君） ２番 畔上恵子君の質問を認めます。 

  ２番 畔上恵子君、登壇。 

（２番 畔上恵子君登壇） 

２番（畔上恵子君） ２番 創門会の畔上恵子です。このたび初当選をさせていただき、議員と

なって初めての一般質問をいたします。よろしくお願いいたします。 

  新型コロナウイルスの感染症の位置づけが、この５月８日より５類に移行しましたが、全国

5,000の医療機関から報告を受ける定点把握に変更し、この５月22日から5月28日までの１週間

の医療機関１か所当たりの患者数は3.63名、その１週間前は3.55人ということで、1.02倍でご

ざいました。ほぼ横ばいの状況ではありましたけれども、ここにきまして、また徐々に増加傾

向にあります。少し心配なところがございます。 

  この山ノ内町におきましては、少し以前のにぎわいが戻ってきたように思いますが、とはい

え、経済面ではまだまだこれからと言えるのではないでしょうか。課題は多いと思いますが、

町民が一丸となって活力ある山ノ内町にしてまいりたい、私も議員として全力で働いてまいり

ます。 

  それでは、貴重なお時間をいただきましたので、通告に従い読ませていただきます。 

  １、高齢者支援の充実について。 

  （１）当町における認知症対策の取組について。 

  （２）認知症サポートの現状は。 

  （３）認知症に関する今後の普及啓発は。 

  ２、帯状疱疹ワクチン接種への助成について。 

  （１）発症者数及び予算額について。 

  ①昨年１年間の年齢別発症者数は。 

  ②接種率は。 

  （２）現段階でのワクチン接種の取組状況は。 

  ①住民への積極的な働きかけはあるか。 

  ②接種期限の設定はあるか。 

  ３、物価高騰によるＬＰガス料金の負担軽減策について。 

  （１）地方創生臨時交付金の使途について。 

  ①３月の交付金増額を受けての対策は。 

  （２）低所得者以外の支援策は。 

  （３）町独自の制度設計はあるのか。 
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  以上、再質問は質問席にて行います。 

議長（湯本晴彦君） 答弁を求めます。 

  平澤町長、登壇。 

（町長 平澤 岳君登壇） 

町長（平澤 岳君） 畔上恵子議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、質問１の高齢者支援の充実について３点のご質問ですが、団塊の世代が令和７年には

75歳を迎え、当町においても高齢者は増加し、それに伴って高齢者の生きがい、健康づくりや

介護予防の重要性はますます高まってきます。 

  高齢者が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けるためにも、地域による見守りや

支援の必要性も一層重要となってくることから、高齢者に対する様々な支援につきまして課題

を把握し、実現に向けて取り組んでおります。 

  １の高齢者支援の充実についての１点目の当町における認知症対策の取組についてですが、

当町では認知症に関する個別相談会をはじめ、生きがいカフェ、徘徊高齢者家族支援サービス

助成事業、見守りＳＯＳネットワーク、認知症初期集中支援推進事業、認知症サポーター養成

講座開催など、６つの事業を行い、認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けることがで

きるよう、取組を行っております。 

  ２点目の認知症サポートの現状についてですが、令和５年３月末現在の当町の人口１万

1,420人に対して65歳以上の高齢者は4,768人、うち認知症と診断されている方が後期高齢者医

療費保険者で233人、長野県国民健康保険のうち山ノ内町の被保険者で14人、合計で247人で、

65歳以上に占める割合は5.2％であります。 

  サポートにつきましては、地域包括支援センター及び介護サービス事業者等と共に、認知症

の状態に応じた適切なサービスを切れ目なく提供することができるようサポートを行っている

ところであります。 

  ３点目の認知症に関する今後の普及啓発についてですが、認知症サポーター養成講座の開催

及び啓発ポスター等の作成、生きがいカフェの開催により、認知症に対する正しい理解の普及

及び啓発を進めてまいります。 

  また、本人及び家族のニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みであるチ

ームオレンジの設置について、国では認知症推進施策推進大綱において、令和７年度までに求

められていることから、当町においても設置に向けて検討を進めてまいります。 

  質問の２番目の帯状疱疹ワクチンの助成について、大きく２点のご質問ですが、自身や周囲

の人々の健康維持や健康を守るために感染症を予防することは重要であります。 

  （１）の①、昨年１年間の年齢別発症者数はと、②接種率はとのご質問ですが、ワクチンに

は定期接種と任意接種の２種類があり、帯状疱疹ワクチンは任意接種に該当します。任意接種

は国が使用することを認めているものの、予防接種法では規定されていないワクチンのことで、

個人が接種したほうがいいと判断したときに接種するワクチンであり、町では帯状疱疹ワクチ
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ンへの助成を行っていないことと、感染症法による届出疾患に指定されていないため、発症者

数・接種率について把握は困難であり、町の状況についても把握はしておりません。 

  次に、（２）の①住民への積極的な働きかけはあるかとのご質問ですが、帯状疱疹の発症頻

度やワクチン効果の持続性、接種に最適な対象年齢、安全性など、周りの動向に注意し、現状

は任意接種ではありますが、広報等で広く町民の皆さんにもお知らせしてまいりたいと考えて

おります。 

  ②の接種期限に設定はあるかとのご質問ですが、現時点では公費助成を予定していないため、

接種期限の設定はございません。 

  質問３の物価高騰によるＬＰガス料金の負担軽減策について、３件のご質問ですが、１から

３まで一括してお答えさせていただきます。 

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額につきましては、国において令和

４年度分が繰越され、令和５年度交付分として本年３月に示されたものであり、交付限度額は

9,343万円です。 

  その内訳ですが、低所得世帯支援対策分として3,251万円、推奨事業分として6,092万円であ

ります。低所得世帯支援分といたしましては、世帯当たり３万円支給とし、本議会に提案の補

正予算に計上し、議決後の事業実施を予定しております。推奨事業といたしましては、ＬＰガ

スなどの光熱費や食料品価格等の物価高騰重点支援分とされており、趣旨に沿った実施を考え

ております。 

  また、町独自の制度設計については行わず、交付事業への町費の増額などにより対応したい

と考えております。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 再質問を認めます。 

  畔上議員。 

２番（畔上恵子君） １番目の高齢者支援の充実についてということで、今町長のほうからご説

明をお受けいたしました。当町における認知症対策も、幾つかやっているというお話でござい

ました。 

  人生100年時代を迎えまして、本当にこの住み慣れた地域で安心して老後を過ごせる環境を

つくるには、本当に山ノ内町においても重要課題の１つであると思います。誰もが幸せに暮ら

すために、健康であることはとても大きな要因であり、健康寿命の延伸にもつながり、そして、

予防は非常に大事なところであります。 

  高齢化の進展とともに、この認知症患者数も増加傾向にあるのが現状でございます。山ノ内

町において、結構患者数がいることに自分もちょっと驚きましたけれども、今現在、徘徊をさ

れるような認知、かなり徘徊して歩くぐらいですので、ちょっと重症に近いかなとは思うんで

すが、そういう患者様は今現在、この山ノ内町には何人ぐらいいらっしゃるのか、その辺をち

ょっとお聞きしたいと思います。 
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議長（湯本晴彦君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（小林一夫君） お答えいたします。 

  先ほど町長の答弁で申し上げました６つの事業の中に、徘徊高齢者家族支援サービス助成事

業というのがございまして、こちらの中の内容としましては、高齢者の方で徘徊で行方不明に

なった場合に早期発見できますＧＰＳシステムの装置の利用を、初期費用の補助をさせていた

だいているというものでございます。補助上限は7,000円ということなんですが、この３年間

でこの申請を、ご利用したいというお申出をいただいた方はゼロ人という状況でございます。 

  そのほかに、見守りＳＯＳネットワークというものもありまして、徘徊なさっている方、行

方不明になった方を事前登録した支援者から目撃情報を寄せていただくシステムもご用意して

ありますが、令和４年度は通報者ゼロ人、現在の利用登録者数は７人で、支援者登録数は192

人と、目撃した場合に通報していただく協力者が192人ということで、もし行方不明になった

場合に通報してほしいよということの登録数は７人という状況ですので、先ほど議員お問合せ

の数値的には７人ということになるのかなと思いますが、これはあくまでも数字の上の話でご

ざいまして、居宅で介護なさっておられるご家族にすれば、いつちょっと徘徊が始まってしま

うのかなというご心配はあろうかとは思っております。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 畔上議員。 

２番（畔上恵子君） ありがとうございます。 

  当町でもこのＧＰＳを使ったものがあるということですけれども、近いところで中野市では

令和２年の７月から始まっているそうなんですけれども、迷子になった、大人で言うと迷子に

なったお年寄りの方たちを見つけるのにＧＰＳではなくて、ＱＲコードを使った見守りシール

みたいなものを発行しているそうなんです。これを使って中野市はやっていると。 

  そのご本人様の衣服に貼り付けたり、それから、ふだん持って歩くバッグに貼ったりという

形で使用されているようなんです。そういうものは、山ノ内町としてはＧＰＳのほかにはお考

えはないということでしょうか。 

議長（湯本晴彦君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（小林一夫君） お答えいたします。 

  先ほどのＧＰＳのほかに、今議員のお話があったＱＲコードを活用したシステムということ

ですけれども、認知症のお年寄りは、やはりそういったバッグにＱＲコードが貼られているも

のを持って徘徊に出なきゃいけないということはきっとないかと思うんです。その辺もありま

して、見守りＳＯＳネットワークというようなことで、近所の方が、ちょっとおじいちゃん、

おばあちゃん徘徊しちゃっているよというようなことを通報していただくシステムを当町の場

合は見守りＳＯＳネットワークということで行っておりまして、実際に高齢者の方が病院から

退院なさってきて、お独り住まいの高齢者が近所の方からの通報によって、また病院のほうに

お連れすることができたというような事例もございますので、非常にアナログではありますけ
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れども、当町とすればこの見守りＳＯＳネットワークのほうで対応していきたいなというのを

現在考えております。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 畔上議員。 

２番（畔上恵子君） 幸いなことに、当町では認知症のそういう方が少ないということで、ある

面、うれしいことではあるかなというふうに思います。 

  それで、認知症に関しての安心ガイドブックみたいなものはあるんでしょうか。その辺をお

聞きできたらと思います。 

議長（湯本晴彦君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（小林一夫君） お答えいたします。 

  安心ガイドブックというのがあるかどうかについては、ちょっと申し訳ありません、承知を

しておりませんけれども、認知症のサポーター養成講座というのも開設をしておりまして、こ

の中のテキスト的に扱っているものの資料についてはあるかと思います。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 畔上議員。 

２番（畔上恵子君） すみません、私の聞き方が悪くて申し訳ありません。２番目の認知症サポ

ートの現状はでお聞きすればよかったかと思います。 

  今、キャラバンメイトというのがあるかと思うんですけれども、これ認知症のサポーター養

成講座を企画して、開催して、その方が講師を務めながら１人でも多くの方、住民の方々です

が、増やしていくという、この認知症に関しては、やはり住民、山ノ内町に住んでいらっしゃ

る方々お一人お一人が意識をして見守っていくという、そういう必要性があると思うんです。

ですので、こういう講座があるということですので、大いに活用していただきながら、やって

いって、サポートしていっていただければありがたいなと思いますが、このキャラバンメイト

というのは、当然、ご存じかと思いますが、その辺お聞きしてもよろしいですか。 

議長（湯本晴彦君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（小林一夫君） お答えいたします。 

  申し訳ありません、キャラバンメイトにつきましては私不勉強で、まだちょっと承知をして

おらないところでございますが、先ほど町長の答弁で申し上げましたように、認知症のサポー

ター養成講座の開催を受けて、認知症のサポーターの皆さんが支援チームをつくりまして、そ

れによって認知症の人やその家族の支援ニーズに沿った具体的な支援につなげる仕組みとしま

して、先ほどのチームオレンジというのが、認知症の大綱の中でうたわれております。 

  これをもって、地域に根差した対応をしていきたいということの意味かなと重く考えており

ます。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 畔上議員。 



－129－ 

２番（畔上恵子君） ３番目のこの認知症に関する今後の普及啓発はというところでお聞きした

いと思いますが、やはり先ほども話しましたとおり、町全体としてやはり見守っていく必要が

あるかなと思うんですが、子供たちもふだん通学路を通っているところで、そういうお年寄り

を見かける可能性もなきにしもあらずと思いますので、その辺、子供たちに対してどのような

教育をしながら、この普及啓発に一緒に加わっていただくかですが、その辺をちょっとお聞き

したいかなと思います。 

議長（湯本晴彦君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（小林一夫君） 今、子供たちへの教育ということでございますが学校教育の分野

でもあるかなとは思うんですけれども、健康福祉課のほうといたしましては、認知症のサポー

ター養成講座の内容を広くお知らせをするとともに、公民館等の施設にポスターを掲示させて

いただいて、地域で支えていきましょうという啓発活動はさせていただいているということで

ございます。 

  子供たちにとって、通報というようなことはきっと認識的にはないかと思うんですけれども、

お宅の中にもおじいちゃん、おばあちゃんでそういった認知症のあるお年寄りについては、こ

んな形で対応していったらというのを、先ほどのチームオレンジの立ち上げの中でまた検討し

てまいりたいかなと考えております。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 畔上議員。 

２番（畔上恵子君） この認知症施策ですね、これは国を挙げて行っていくということで、先日

も新聞に出ておりました。共生社会の実現を目指すということで、国とこの自治体が関連施策

に取り組むことを規定した認知症基本法というものが14日に参議院の本会議で可決成立したと、

先ほどの町長のお話の中にもございましたけれども、岸田首相のほうも推進本部を設置して、

当事者や家族らの意見を反映させた基本計画を策定し、また各都道府県、市町村には推進計画

を策定する義務を課すというふうにおっしゃっておりますので、また今度、これから本当に後

期高齢者、認知になっていく方、できればなりたくありませんけれども、どなたでもなり得る

ものでありますので、引き続き、見守りをしながらこの基本法を基にまた町としても推進計画

を策定していただければと思います。 

  ２番目の帯状疱疹ワクチン接種の助成についてということで、今、先ほどお話がありました

任意接種でもありますので、なかなか非常にお金がかかるものなんです。２回接種が効果ある

というふうに言われておりまして、４万4,000円ほどワクチン接種にかかります。 

  私も以前勤めていた病院で、やはり何人か職員が帯状疱疹かかりまして、ワクチンを打った

方もおりましたけれども、まだ助成をされておりませんでしたので、ほぼ自己負担ということ

がございましたので、山ノ内町において、今のところはそれがないということであるんですが、

特にこの帯状疱疹というのは、この中にもかかられた方がもしかしたらいらっしゃるかもしれ

ませんけれども、大体、子供のころに水疱瘡という形でかかりますけれども、これは子供のこ
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ろにかかると割と軽く済むことは済むんですけれども、治った後もこのウイルスが体内に潜伏

しているわけです。それで、疲れとか、睡眠不足とか、ストレスとか、そういう免疫力が低下

したときにこのウイルスが悪さをするんです。これが活性化をしまして、発症するということ

で、今ここのところまたこの帯状疱疹が多くなってきている状況があります。 

  50歳から80歳の間で３人にお一人の方は、帯状疱疹を発症するというふうに報告をされてお

ります。これは神経に沿って湿疹ができますので、やはり後遺症もかなりあると。一番多いの

が、胸にこう帯状にできる形が一番多いのかなと思いますけれども、頭の中にできたり、ある

いは目のところです、できたりということもありますので、そういう場合にはやはり重症化し

やすい傾向もあったりいたします。 

  ですので、助成、ぜひ、できるんであれば、山ノ内町としてやっていただきたいかなと思い

ますが、その辺を町長にもう一度確認の意味も込めまして見解を聞かせていただければと思い

ます。 

議長（湯本晴彦君） 平澤町長。 

町長（平澤 岳君） 私も帯状疱疹については職員がなったということも聞いておりますので、

前向きに考えていくべきと思っておりますので、周りの、周辺の自治体の動きなどを見ながら、

必要性が高まったタイミングでそれに適した手を打っていきたいと思っておりますし、先ほど

志鷹議員の話でもありましたが、メンタルヘルスというところでのサポートなんかもしていく

ことで、町民の健康を維持するということも踏まえて検討していきたいと思っております。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） 畔上議員。 

２番（畔上恵子君） 前向きなご意見いただきまして、ありがとうございます。ぜひ、そのよう

にお願いしたいと思います。 

  ３番目の、この物価高によりますＬＰガス料金の負担軽減策についてということで、先ほど

細かく町長のほうからお話がございましたけれども、今、県としてもいろいろお考えがあるよ

うですので、また町のほうからも県のほうにどのような動きがこれから出てくるか分かりませ

んけれども、ぜひとも連携をとっていただきながら、お願いできたらと思います。 

  いずれにしましても、本当に今、いろいろな面で経済が、お給料がなかなか上がらないのに、

物価だけ上がっていくという現状がございますので、本当に我々、私自身もそうですけれども、

生活していくのが大変というのが現状でございます。 

  最後に、今後、先ほどから認知症の話をしておりますけれども、認知症になる方がこれから

大変な85歳以上の高齢者になると思いますけれども、また、独り暮らしのお年寄りも増えてい

くというふうに見込まれております。そのためには、共生社会の実現が非常に大事だと言われ

ております。これからも、行政の役割も今まで以上に一段と重要性を増してくると思います。

施策の計画的な推進を改めて最後にお聞きしまして、私の質問を終了させていただきます。 

議長（湯本晴彦君） 平澤町長。 
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町長（平澤 岳君） 畔上議員のテーマでした高齢者支援につきましては、本当にこれから現在

進行形で高齢者がますます多い町になるというところで、しっかりとしたサポート体制を整え

つつも若い人たちの移住を促進し、元気のある町にすることで、町の機能としてもしっかり機

能するようにしていきたいと思っておりますし、町民の健康を含めて町としても支援しながら、

私の公約でありました「健康長寿日本一を目指す」というところは、やはり高齢者が元気に生

き生きと生活でき、スポーツしたり様々なことに時間を使いながら楽しく生きる町を目指すと

いうところを目標としておりますので、またワクチンや物価高騰などのサポートを含めて、

様々な形で町としても頑張ってまいりたいと思っております。 

  以上です。 

議長（湯本晴彦君） ２番 畔上恵子君の質問を終わります。 

─────────────────────────────────────────────── 

議長（湯本晴彦君） 以上をもって本日の会議を閉議し、散会します。 

  ご苦労さまでした。 

 （散 会）          （午後 ２時２９分） 

 


